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一
九
七
四
年
西
ド
イ
ツ
法
人
税
法
の
第
二
次
担
当
官
草
案

木

村

弘

之

亮

1974年西ドイツ法人税法の第二次担当官草案

は

　
は
じ
め
に

一
　
一
九
七
四
年
法
人
税
法
草
案

二
　
〔
一
九
七
六
年
〕
所
得
税
法
〔
草
案
〕

三
　
投
資
会
社
法

四
　
国
外
投
資
持
分
の
販
売
及
び
国
外
投
資
持
分

　
　
か
ら
生
ず
る
収
益
の
課
税
に
関
す
る
法
律

じ
め
に

　
ド
イ
ッ
連
邦
共
和
国
の
経
済
大
蔵
省
に
お
い
て
一
九
七
二
年
一
月
二
〇

日
に
作
成
さ
れ
た
閃
亀
霞
。
暮
雪
ー
穿
馨
弩
隔
α
口
窃
国
警
冨
毯
ぎ
零

警
窪
。
夷
。
器
言
窃
お
置
（
器
る
這
§
）
を
こ
こ
に
邦
訳
す
る
．
こ
れ
は
先

に
本
誌
五
七
巻
五
号
六
一
頁
以
下
に
訳
出
し
た
寄
♂
奉
暮
睾
聲
薯
弩
↓

内
α
愚
。
警
ξ
富
措
奉
韻
①
。
・
9
N
ー
国
暮
≦
ξ
｛
。
ぎ
。
・
昏
愚
①
§
ぎ
辞
一
窪
雫

鷺
器
訂
窃
（
国
禦
O
這
課
）
に
つ
づ
い
て
報
告
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

第
二
次
担
当
官
草
案
は
、
第
一
次
草
案
に
み
る
難
解
な
用
語
を
い
く
ぶ
ん

か
改
善
し
、
条
文
編
成
を
整
理
し
て
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
両
草
案
は
、

一
九
七
一
年
六
月
一
一
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
一
九
七
四
年
税
制
改
革
基

本
綱
領
に
し
た
が
っ
て
、
一
律
税
率
に
よ
る
法
人
税
株
主
帰
属
方
式
を
採

用
し
て
い
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
（
参
照
、
木
村
弘
之
亮
「
西
ド
イ
ッ
に
お

け
る
一
九
七
四
年
税
制
改
革
の
基
本
綱
領
」
税
法
学
四
〇
〇
号
三
三
頁
以
下
）
．

　
本
稿
で
い
う
第
二
次
担
当
官
草
案
は
、
在
野
に
お
い
て
も
広
く
検
討
さ

れ
、
ド
イ
ッ
で
は
通
常
第
一
次
担
当
官
草
案
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
．
そ
の

限
り
に
お
い
て
、
本
稿
に
い
う
第
一
次
担
当
官
草
案
よ
り
も
重
要
と
い
え

よ
う
。
第
三
次
草
案
（
一
九
七
六
年
法
人
税
法
草
案
）
は
、
二
段
階
税
率
に
よ

る
法
人
税
全
額
株
主
帰
属
方
式
を
採
用
し
た
の
で
、
こ
れ
と
第
二
次
担
当

官
草
案
と
の
比
較
考
察
は
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。

別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
と
す
る
。
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一
　
一
九
七
四
年
法
人
税
法
草
案

　
　
　
目
　
　
次

　
　
第
一
章
　
法
人
税
の
納
税
義
務

第
一
条
無
制
限
納
税
義
務

第
二
条
　
制
限
納
税
義
務

第
三
条
　
権
利
能
力
の
な
い
社
団
、
営
造
物
、
目
的
財
団
及
び
土
地
組
合
に
お
け

　
　
　
　
る
〔
納
税
義
務
の
〕
区
分

第
四
条
　
公
法
人
の
営
利
企
業

第
五
条
　
非
課
税
規
定

　
　
第
二
章
　
所
得
の
計
算

　
　
　
第
一
節
総
　
　
則

第
六
条
　
所
　
　
得

第
七
条
　
限
定
規
定

第
八
条
　
控
除
の
で
き
る
支
出

第
九
条
　
控
除
の
で
き
な
い
支
出

第
一
〇
条
解
散
及
び
清
算

第
二
条
吸
収
及
び
組
織
変
更

第
一
二
条
納
税
義
務
者
の
国
外
へ
の
移
転
等

第
一
三
条
納
税
義
務
の
成
立

　
　
　
第
二
節
支
配
従
属
会
社
関
係
に
関
す
る
特
則

第
一
四
条
　
株
式
会
社
又
は
株
式
合
資
会
社
に
お
け
る
支
配
従
属
会
社
関
係

第
一
五
条
　
欠
損
金
繰
越
控
除
の
適
用
除
外

第
一
六
条
　
補
償
支
払
金

第
一
七
条
そ
の
他
の
物
的
会
社
に
お
け
る
支
配
従
属
会
社

第
一
八
条
　
外
国
の
支
配
会
社

　
－
第
三
節
保
険
事
業
者
及
び
住
宅
建
設
貯
蓄
金
庫
に
関
す
る
特
則

第
一
九
条
　
契
約
締
結
費
用
、
保
険
引
当
金
及
び
住
宅
建
設
貯
蓄
引
当
金

第第第第第第第第第第第第第第第　　第第第　第　第第第第第第
四四四四四三三三三三三三三三三　　二二二　二　二二二二二二
四三二一〇九八七六五四三二一〇　第九八七第六　五四三二一〇
条条条条条条条条条条条条条条条第四条条条三条第条条条条条条

　
第
四
節

第
三
章

第
四
章

　
第
一
節 保

険
料
の
繰
越

景
気
変
動
引
当
金

高
度
危
険
引
当
金

高
齢
化
引
当
金

住
宅
建
設
貯
蓄
引
当
金

保
険
料
払
戻
し

　
　
協
同
組
合
に
関
す
る
特
則

協
同
組
合
の
割
戻
し
金

　
税
率
及
び
国
外
所
得
の
課
税

税
　
　
率

小
規
模
法
人
に
対
す
る
軽
減
規
定

国
外
所
得
の
課
税

　
法
人
税
負
担
の
調
整
手
続

　
　
法
人
税
の
補
完
的
負
担

物
的
会
社
の
調
整
税

法
人
税
負
担
の
計
算

自
己
資
本
の
区
分

所
得
の
計
算
上
控
除
の
で
き
な
い
支
出
の
付
則

特
定
の
軽
減
負
担
を
う
け
た
自
己
資
本
部
分
の
配
賦

欠
損
の
控
除

支
配
会
社
に
お
け
る
自
己
資
本
の
区
分

従
属
会
社
に
お
け
る
自
己
資
本
の
区
分

財
産
の
譲
受
に
つ
い
て
の
法
人
税
負
担

物
的
会
社
の
決
定
権

自
己
資
本
の
不
足

払
込
み

課
税
を
う
け
な
い
物
的
会
社
の
配
当

そ
の
他
の
給
付

そ
の
他
の
法
人
の
調
整
税
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第
二
節
　
調
整
税
の
税
率

第
四
五
条
調
整
税
の
税
率
ー
廃
止

　
　
　
第
三
節
　
証
明
書
及
び
分
離
確
認

第
四
六
条
証
明
書

第
四
七
条
　
課
税
基
礎
の
分
離
確
認

　
　
　
第
五
章
租
税
の
確
定
、
徴
収
及
び
還
付

　
　
　
第
一
節
総
　
　
則

第
四
八
条
　
租
税
の
成
立

第
四
九
条
租
税
の
査
定
、
税
額
控
除
、
納
付
及
び
還
付

　
　
　
第
二
節
租
税
の
確
定
及
び
徴
収

第
五
〇
条

第
五
一
条

第
五
二
条

第
五
三
条

第
五
四
条

第
五
五
条

第
五
六
条

第
五
七
条

第
五
八
条

第
五
九
条

第
六
〇
条

第
六
一
条 第

三
節

第第第第
＿』■　一L6　山　山
ノヤ　ノヤ　ノヤ　ノヤ

五四三二第
条条条条六
　　　　章

資
本
収
益
の
源
泉
徴
収
税

税
額
控
除
の
適
用
除
外

調
整
税
の
申
告
－
廃
止

分
離
確
認
の
申
告

租
税
申
告
、
調
整
税
の
納
付

租
税
申
告
の
基
礎
資
料

そ
の
他
の
給
付
に
関
す
る
租
税
申
告

　
　
還
　
　
付

制
限
納
税
義
務
を
負
う
法
人
に
対
す
る
法
人
税
の
還
付

公
益
目
的
及
び
慈
善
目
的
に
関
す
る
法
人
税
の
還
付

制
限
納
税
義
務
者
に
対
す
る
調
整
税
の
還
付

非
課
税
法
人
及
び
公
法
人
に
対
す
る
調
整
税
の
還
付

還
付
の
適
用
除
外
ー
廃
止

　
授
権
規
定
及
び
終
結
規
定

授
権
規
定

金
融
業
に
関
す
る
経
過
規
定

そ
の
他
の
経
過
規
定

ベ
ル
リ
ン
条
項

　
　
　
　
第
一
章
法
人
税
の
納
税
義
務

第
一
条
　
無
制
限
納
税
義
務

　
国
内
に
管
理
支
配
地
又
は
本
店
を
有
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
人
、

社
団
及
び
財
団
は
、
法
人
税
の
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
。

　
一
　
物
的
会
社
（
株
式
会
社
、
株
式
合
資
会
社
、
有
限
会
社
、
殖
民
会
社
、
鉱

　
　
山
法
上
の
組
合
）

二三四五

協
同
組
合
（
甲
毒
菩
甲
仁
温
譲
三
8
富
穿
の
撃
。
馨
拐
魯
鑑
け
聲
）

相
互
保
険
組
合

私
法
上
の
そ
の
他
の
法
人
格

権
利
能
力
の
な
い
社
団
、
営
造
物
、
財
団
及
び
そ
の
他
の
目
的
財

　
　
団

　
六
　
公
法
人
の
営
利
事
業
（
第
四
条
）
．
賃
貸
さ
れ
た
営
利
事
業
は
公
法

　
　
人
の
営
利
事
業
と
同
じ
と
す
る
。

ω
　
法
人
税
の
無
制
限
納
税
義
務
は
全
所
得
を
そ
の
対
象
と
す
る
。

の
　
（
国
内
”
未
定
）

第
二
条
　
制
限
納
税
義
務

　
次
の
各
号
の
所
得
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
法
人
税

の
制
限
納
税
義
務
を
負
う
。

　
一
　
国
内
源
泉
所
得
に
つ
い
て
、
国
内
に
管
理
支
配
地
又
は
本
店
を
有

　
　
し
な
い
法
人
、
社
団
及
び
財
団

　
二
　
源
泉
徴
収
税
を
課
さ
れ
る
国
内
源
泉
所
得
に
つ
い
て
、
無
制
限
納

　
　
税
義
務
を
負
わ
な
い
そ
の
他
の
法
人
、
社
団
及
び
財
団
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第
三
条
　
権
利
能
力
の
な
い
社
団
、
営
造
物
、
目
的
財
団
及
び
土
地
組
合

　
　
　
　
に
お
け
る
〔
納
税
義
務
の
〕
区
分

　
権
利
能
力
の
な
い
社
団
、
営
造
物
．
財
団
及
び
そ
の
他
の
目
的
財
団
は
、

そ
の
所
得
が
こ
の
法
律
及
び
所
得
税
法
に
基
づ
き
直
接
に
他
の
納
税
義
務

者
の
も
と
で
課
税
を
う
け
な
い
と
き
は
、
法
人
税
の
納
税
義
務
を
負
う
．

働
第
一
条
に
掲
げ
る
納
税
義
務
者
に
該
当
す
る
伐
採
協
同
組
合
、
森
林

協
同
組
合
、
山
林
協
同
組
合
及
び
入
会
い
協
同
組
合
並
び
に
類
似
の
土
地

組
合
は
、
副
業
の
域
を
こ
え
て
事
業
を
営
む
場
合
又
は
そ
の
事
業
を
賃
貸

す
る
場
合
に
限
り
、
法
人
税
の
納
税
義
務
を
負
う
。
前
段
に
定
め
る
場
合

を
除
い
て
．
そ
の
所
得
に
つ
い
て
．
直
接
に
関
係
人
の
も
と
で
課
税
す
る
．

第
四
条
　
公
法
人
の
営
利
事
業

　
公
法
人
の
営
利
事
業
と
は
、
第
四
項
の
規
定
の
場
合
を
除
き
、
収
入
を

得
る
た
め
継
続
的
経
済
活
動
に
役
立
つ
す
べ
て
の
組
織
で
、
か
つ
、
当
該

法
人
の
活
動
全
体
の
な
か
で
経
済
的
に
顕
著
な
も
の
を
い
う
。
利
益
を
得

る
意
図
及
び
一
般
の
経
済
取
引
に
関
与
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

ω
　
〔
公
法
人
の
〕
営
利
事
業
は
、
公
法
人
で
あ
る
場
合
に
も
、
無
制
限
納

税
義
務
を
負
う
。

㈲
　
水
、
ガ
ス
、
電
気
又
は
暖
房
を
住
民
に
供
給
し
、
公
共
交
通
又
は
港

湾
事
業
を
営
む
企
業
も
ま
た
、
〔
公
法
人
の
〕
営
利
事
業
と
す
る
。

㈲
　
主
と
し
て
公
権
力
の
行
使
に
役
立
つ
企
業
（
高
権
企
業
）
及
び
農
林
業

は
〔
公
法
人
の
〕
営
利
事
業
で
な
い
。
公
法
上
の
保
険
機
関
に
つ
い
て
、
強

制
権
又
は
専
売
権
だ
け
で
は
高
権
企
業
と
認
め
る
に
十
分
で
は
な
い
。

第
五
条
　
非
課
税
規
定

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
は
、
法
人
税
を
課
さ
な
い
．

一
　
ド
イ
ッ
連
邦
郵
便
、
ド
イ
ッ
連
邦
鉄
道
．
連
邦
専
売
公
社
及
び
国

　
営
富
く
じ
事
業
者

ニ
　
ド
イ
ッ
連
邦
銀
行
、
復
興
信
用
公
庫
、
負
担
調
整
銀
行
（
引
揚
げ

　
者
及
び
戦
災
者
救
済
銀
行
）
、
ド
イ
ッ
入
殖
年
金
銀
行
及
び
ラ
ソ
ト
年

　
金
銀
行
、
農
業
年
金
銀
行
、
バ
イ
エ
ル
ソ
州
立
再
建
金
融
公
庫
並
び

　
に
ラ
イ
ヒ
銀
行

三
　
権
利
能
力
の
あ
る
年
金
金
庫
、
寡
婦
扶
助
金
庫
、
孤
児
金
庫
、
埋

　
葬
料
積
立
金
庫
、
疾
病
保
険
金
庫
、
共
済
金
庫
及
び
緊
急
又
は
失
業

　
に
対
す
る
権
利
能
力
の
あ
る
そ
の
他
の
救
済
金
庫

〔
イ
～
二
　
略
〕

四
　
一
九
六
九
年
八
月
二
八
日
の
登
記
法
（
ω
琶
q
塁
鴨
聾
豊
」
幹
一
田
ω
）

　
第
五
六
条
に
よ
り
修
正
を
う
け
た
、
一
九
三
一
年
六
月
六
日
の
文
言

　
に
お
け
る
私
的
保
険
事
業
者
及
び
住
宅
建
設
貯
蓄
金
庫
の
監
督
に
関

　
す
る
法
律
（
霧
酵
韻
罷
喜
一
」
ψ
ω
5
第
五
三
条
に
規
定
す
る
小
規

　
模
相
互
保
険
組
合

〔
イ
～
ハ
　
略
〕

五
　
収
益
事
業
を
そ
の
目
的
と
し
な
い
職
業
団
体
で
、
公
法
上
の
性
質

　
の
な
い
者
．
収
益
事
業
が
営
ま
れ
る
と
き
、
そ
の
範
囲
に
お
い
て
非

　
課
税
規
定
は
適
用
し
な
い
。

六
　
前
号
に
掲
げ
る
よ
う
な
権
利
能
力
の
な
い
職
業
団
体
の
た
め
に
、

　
財
産
管
理
を
主
た
る
目
的
と
す
る
法
人
又
は
社
団
。
た
だ
し
、
そ
の

　
収
益
が
本
質
的
に
こ
の
財
産
管
理
か
ら
生
じ
、
か
つ
、
も
っ
ば
ら
当
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該
職
業
団
体
に
流
入
す
る
場
合
に
限
る
。

　
七
　
政
党
法
第
二
条
に
規
定
す
る
政
党
及
び
収
益
事
業
を
そ
の
目
的
と

　
　
し
な
い
政
治
団
体
。
収
益
事
業
が
営
ま
れ
る
と
き
、
そ
の
範
囲
に
お

　
　
い
て
非
課
税
規
定
を
適
用
し
な
い
。

　
八
　
〔
略
〕

　
九
　
収
入
が
適
格
資
本
参
加
か
ら
生
じ
、
か
つ
、
国
内
の
恒
久
的
施
設

　
　
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
で
な
い
場
合
に
は
、
所
得
税
法
第
五
七
条
第

　
　
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
収
入
を
受
け
る
、
第
二
条
一

　
　
項
に
規
定
す
る
制
限
納
税
義
務
者
．
収
入
の
流
入
時
に
資
本
参
加
が

　
　
直
接
又
は
間
接
に
一
〇
パ
ー
セ
ソ
ト
以
上
で
あ
る
場
合
、
そ
の
資
本

　
　
参
加
を
適
格
（
毒
器
注
喜
）
と
み
な
す
。
外
国
の
法
律
が
そ
の
収
入

　
　
に
つ
い
て
内
国
法
人
税
に
相
当
す
る
税
を
課
さ
な
い
旨
を
定
め
て
お

　
　
り
、
か
つ
、
当
該
非
課
税
規
定
が
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
こ
え
る
資
本

　
　
参
加
又
は
一
〇
バ
ー
セ
ン
ト
に
満
た
な
い
資
本
参
加
の
と
ぎ
に
適
用

　
　
さ
れ
る
場
合
に
は
、
内
国
法
人
税
の
非
課
税
規
定
は
第
二
段
の
規
定

　
　
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
資
本
参
加
の
と
き
に
も
適
用
さ
れ
る
。

　
〔
一
〇
～
一
五
略
〕

ω
　
前
項
の
非
課
税
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
適
用
し
な
い
．

　
一
　
源
泉
徴
収
税
を
課
さ
れ
る
国
内
源
泉
所
得

　
二
　
第
三
〇
条
及
び
第
四
四
条
に
規
定
す
る
調
整
税

　
三
　
制
限
納
税
義
務
者
（
第
二
条
第
一
号
）
た
だ
し
、
こ
の
規
定
は
前
項

　
　
第
九
号
の
非
課
税
規
定
に
適
用
し
な
い
。

第
二
章
　
所
得
の
計
算

　
　
　
　
　
第
一
節
　
総
　
　
則

第
六
条
　
所
　
　
得

　
法
人
税
は
、
納
税
義
務
者
が
一
暦
年
に
取
得
し
た
所
得
に
基
づ
い
て
算

定
す
る
．

ω
　
何
を
所
得
と
み
な
し
、
か
つ
、
所
得
を
い
か
に
計
算
す
る
か
は
．
所

得
税
法
及
び
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
。

第
七
条
　
限
定
規
定

　
所
得
を
分
配
す
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
所
得
を
計
算
す
る
．
物

的
会
社
の
利
益
及
び
清
算
利
益
に
対
す
る
分
配
請
求
権
を
伴
な
う
受
益
証

券
に
基
づ
く
各
種
配
当
並
び
に
隠
れ
た
利
益
配
当
も
ま
た
、
所
得
を
減
額

し
て
は
な
ら
な
い
。

㈹
　
組
織
変
更
法
の
規
定
に
よ
り
組
織
変
更
し
た
物
的
会
社
の
〔
利
益
配

当
と
〕
相
殺
の
で
き
る
自
己
資
本
は
、
所
得
で
な
い
。

⑥
　
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
社
団
の
場
合
、
定
款
に
基
づ
き
成
員
と
し

て
の
資
格
に
よ
り
成
員
か
ら
徴
収
す
る
負
担
金
は
、
所
得
の
計
算
上
算
入

し
な
い
。

㈲
　
商
法
の
規
定
に
よ
り
記
帳
す
る
義
務
を
負
う
納
税
義
務
者
に
つ
い
て

は
、
全
所
得
を
事
業
所
得
と
し
て
取
り
扱
う
。

⑥
　
こ
の
法
律
の
第
八
条
第
三
号
及
び
負
担
調
整
法
第
二
一
一
条
第
一
項

第
一
号
第
二
段
後
半
の
規
定
の
適
用
に
当
り
，
暦
年
と
異
な
る
事
業
年
度

に
つ
い
て
利
益
を
計
算
す
る
場
合
、
暦
年
に
お
け
る
支
出
又
は
給
付
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（
富
げ
ε
夷
雪
）
を
算
定
の
基
礎
と
す
る
．

第
八
条
　
控
除
の
で
き
る
支
出

　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
金
額
も
ま
た
、
控
除
の
で
き
る
支
出
と
す
る
。

第
九
条

　
と
く
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
金
額
は
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
一
　
寄
付
行
為
、
定
款
又
は
そ
の
他
の
規
約
が
定
め
て
い
る
納
税
義
務

　
　
者
の
目
的
を
遂
行
す
る
た
め
の
費
用
．
第
八
条
第
三
号
の
規
定
は
そ

　
　
の
適
用
を
妨
げ
な
い
。

　
二
　
所
得
に
対
す
る
税
及
び
財
産
税
並
び
に
自
家
消
費
に
関
す
る
売
上

　
　
税

第
一
〇
条
　
解
散
及
び
清
算

　
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
物
的
会
社
、
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
協
同

　
　
物
的
会
社
の
場
合
、
次
に
掲
げ
る
範
囲
に
つ
い
て
、
会
社
持
分
の

　
発
行
費

　
イ
　
当
該
費
用
が
発
行
プ
レ
ミ
ア
ム
（
＞
諾
撃
冨
聾
叔
①
互
を
こ
え
る
額

　
ロ
　
〔
略
〕

　
づ
き
又
は
業
務
執
行
に
対
す
る
報
酬
と
し
て
、
無
限
責
任
社
員
に
分

　
配
さ
れ
る
部
分
の
利
益

　
金
。
同
法
第
六
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
最
高
額
を
計
算
す
る
た
め

　
の
算
定
基
礎
は
、
第
一
段
に
掲
げ
る
支
出
を
控
除
す
る
前
の
所
得
の

　
総
額
と
す
る
。

　
　
　
控
除
の
で
き
な
い
支
出

一二
　
株
式
合
資
会
社
の
場
合
、
基
本
資
本
金
と
さ
れ
な
い
払
込
み
に
基

三
　
所
得
税
法
第
六
九
条
か
ら
第
七
三
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
寄
付

組
合
又
は
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
相
互
保
険
組
合
が
解
散
に
よ
り
清
算

す
る
と
き
は
、
そ
の
清
算
期
間
中
の
利
益
に
っ
い
て
課
税
す
る
。
課
税
期

間
は
三
年
を
こ
え
な
い
も
の
と
す
る
。

ω
　
前
項
に
規
定
す
る
利
益
は
、
期
末
清
算
財
産
を
期
首
清
算
財
産
と
比

較
し
て
計
算
す
る
。

⑥
　
期
末
清
算
財
産
と
は
．
分
配
の
行
わ
れ
る
財
産
（
＜
①
§
α
鵯
ロ
）
か
ら
．

清
算
期
間
中
に
納
税
義
務
者
に
流
入
し
た
非
課
税
財
産
の
増
加
額
を
控
除

し
た
も
の
を
い
う
。

㈲
　
期
首
清
算
財
産
と
は
．
解
散
の
前
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
法
人

税
の
査
定
の
基
礎
と
さ
れ
た
事
業
用
財
産
を
い
う
。
前
査
定
期
間
に
つ
い

て
査
定
が
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、
査
定
を
う
け
た
と
す
れ
ば
利
益

計
算
に
関
す
る
税
法
上
の
規
定
に
よ
り
記
帳
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
事
業
用
財

産
を
計
上
す
る
．
期
首
清
算
財
産
は
、
前
事
業
年
度
の
利
益
の
う
ち
、
清

算
期
間
中
に
配
当
さ
れ
た
額
を
控
除
し
た
も
の
と
す
る
。

㈲
　
事
業
用
財
産
が
前
査
定
期
問
の
末
日
に
お
い
て
残
存
し
な
い
場
合
、

そ
の
後
拠
出
を
う
け
た
払
込
み
の
合
計
額
を
期
首
清
算
財
産
と
み
な
す
。

㈲
　
利
益
計
算
に
つ
い
て
は
、
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
他

の
関
連
規
定
を
適
用
す
る
。

第
一
口
条
　
吸
収
及
び
組
織
変
更

　
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
物
的
会
社
、
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
協
同

組
合
又
は
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
相
互
保
険
組
合
の
財
産
が
清
算
に
伴

い
又
は
清
算
に
よ
ら
ず
に
他
の
者
に
移
転
す
る
場
合
、
第
一
〇
条
の
規
定

を
準
用
す
る
．
譲
渡
時
を
基
準
と
す
る
財
産
の
譲
渡
に
対
す
る
反
対
給
付
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の
価
額
を
、
分
配
の
行
わ
れ
る
財
産
に
代
え
て
、
利
益
の
計
算
の
た
め
に

用
い
る
。

ω
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
す
ぺ
て
の
要
件
を
満
た
す
場
合
、
移
転
に
当
り

生
ず
る
利
益
に
つ
い
て
課
税
し
な
い
。

　
一
　
内
国
物
的
会
社
の
財
産
が
全
体
と
し
て
他
の
内
国
物
的
会
社
に
移

　
　
転
す
る
こ
と

　
二
　
当
該
利
益
に
つ
い
て
後
に
法
人
税
を
課
す
こ
と
が
確
実
に
見
込
ま

　
　
れ
る
こ
と

⑥
　
内
国
協
合
組
合
の
財
産
が
全
体
と
し
て
他
の
内
国
協
同
組
合
に
移
転

す
る
場
合
、
又
は
内
国
相
互
保
険
組
合
の
財
産
が
全
体
と
し
て
他
の
内
国

相
互
保
険
組
合
に
移
転
す
る
場
合
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
＝
［
条
　
納
税
義
務
者
の
国
外
へ
の
移
転
等
（
ω
言
ま
冨
暮
ψ
彗
。
ざ
農
）

　
ー
未
定

第
＝
二
条
　
納
税
義
務
の
成
立

　
i
未
定

　
　
　
　
　
第
二
節
　
支
配
従
属
会
社
関
係
に
関
す
る
特
則

第
一
四
条
　
株
式
会
社
又
は
株
式
合
資
会
社
に
お
け
る
支
配
従
属
会
社
関

　
　
　
　
　
係

　
国
内
に
管
理
支
配
地
又
は
本
店
を
有
す
る
株
式
会
社
又
は
株
式
合
資
会

社
（
従
属
会
社
）
が
、
株
式
法
第
二
九
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
益
供
出

契
約
に
よ
り
全
利
益
を
他
の
国
内
の
営
利
企
業
に
供
出
す
る
義
務
を
負
う

場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
と
き
、
従
属

会
社
の
所
得
は
、
当
該
企
業
の
担
い
手
（
支
配
会
社
）
に
帰
属
す
る
。

一
　
支
配
会
社
は
、
従
属
会
社
に
対
す
る
持
分
に
基
づ
く
議
決
権
の
過

半
数
を
有
す
る
程
度
に
、
従
属
会
社
の
事
業
年
度
の
始
め
か
ら
継
続

　
し
て
か
つ
直
接
に
そ
の
従
属
会
社
に
対
し
資
本
参
加
し
て
い
る
こ
と

　
を
要
す
る
（
資
本
的
編
入
）
。
間
接
に
参
加
す
る
資
本
参
加
者
が
議
決

　
権
の
過
半
数
を
有
す
る
と
き
、
間
接
的
資
本
参
加
を
も
っ
て
足
り
る

　
も
の
と
す
る
。

二
　
従
属
会
社
は
、
前
号
に
掲
げ
る
時
か
ら
継
続
し
て
、
全
体
の
状
況

　
に
照
ら
し
、
経
済
的
及
び
組
織
的
に
支
配
会
社
の
企
業
に
編
入
さ
れ

　
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
．
従
属
会
社
が
株
式
法
第
二
九
一
条
第
一
項

　
に
規
定
す
る
支
配
契
約
に
よ
り
そ
の
事
業
の
指
揮
を
支
配
会
社
の
企

　
業
に
委
ね
て
い
る
と
き
、
又
は
従
属
会
社
が
株
式
法
第
三
一
九
条
か

　
ら
第
三
二
七
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
編
入
さ
れ
た
会
社
で
あ
る
と
き
、

組
織
的
編
入
が
常
に
認
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

三
　
支
配
会
社
は
、
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
人
、
国
内
に
管
理
支
配

　
地
及
び
本
店
を
有
す
る
第
一
条
に
規
定
す
る
非
課
税
で
な
い
法
人
、

　
社
団
若
し
く
は
財
団
、
又
は
国
内
に
管
理
支
配
地
若
し
く
は
本
店
を

　
有
す
る
所
得
税
法
第
四
〇
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
人
的
会
社

　
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
．
〔
支
配
会
社
に
〕
帰
属
す
る
所
得
の
う
ち
社

　
員
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
、
こ
の
法
律
の
適
用
領
域
に
お
い
て
所
得

　
税
又
は
法
人
税
を
課
さ
れ
る
社
員
だ
け
が
、
そ
の
人
的
会
社
に
資
本

　
参
加
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
人
的
会
社
の
一
又
は
二
以
上

　
の
社
員
が
所
得
税
に
つ
い
て
制
限
納
税
義
務
を
負
う
場
合
、
前
二
号

　
に
定
め
る
要
件
を
人
的
会
社
自
体
と
の
関
係
に
お
い
て
満
た
し
て
い
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る
こ
と
を
要
す
る
．
国
内
に
本
店
又
は
管
理
支
配
地
を
有
し
な
い
一

　
　
又
は
二
以
上
の
法
人
、
社
団
又
は
財
団
が
人
的
会
社
に
資
本
参
加
し

　
　
て
い
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
．
人
的
会
社
の
社
員
が
商
業
登
記
簿

　
　
に
登
記
し
た
支
店
を
国
内
に
有
し
、
資
本
的
編
入
に
要
す
る
資
本
参

　
　
加
が
そ
の
支
店
の
事
業
用
財
産
の
｝
部
で
あ
り
、
か
つ
、
経
済
的
及

　
　
び
組
織
的
編
入
が
そ
の
支
店
自
体
と
の
関
係
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る

　
　
場
合
、
第
三
段
及
び
第
四
段
の
制
限
を
適
用
し
な
い
．

　
四
　
利
益
供
出
契
約
は
、
五
年
以
上
の
あ
い
だ
締
結
し
、
こ
の
期
間
の

　
　
あ
い
だ
実
施
し
、
か
つ
、
第
一
段
の
適
用
を
初
め
て
う
け
る
従
属
会

　
　
社
の
事
業
年
度
の
末
日
ま
で
に
効
力
を
生
じ
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
。

　
　
解
約
告
知
を
正
当
と
す
る
重
大
な
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
解
約
告
知

　
　
に
よ
り
当
該
契
約
を
期
限
前
に
終
了
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

　
五
　
従
属
会
社
は
、
商
人
が
合
理
的
に
判
断
す
る
と
き
経
済
的
に
理
由

　
　
の
認
め
ら
れ
る
範
囲
に
限
り
、
当
該
年
度
の
剰
余
金
の
一
部
を
任
意

　
　
準
備
金
に
積
み
立
て
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。

　
支
配
会
社
に
帰
属
す
る
こ
と
と
な
る
従
属
会
社
の
所
得
を
計
算
す
る
に

　
従
属
会
社
が
補
償
支
払
金
及
び
こ
れ
に
係
る
法
人
税
に
つ
い
て
課
税
を

に
相
当
す
る
部
分
に
つ
い
て
、
同
様
と
す
る
。

第
一
五
条
　
欠
損
金
繰
越
控
除
の
適
用
除
外

当
り
、
所
得
税
法
第
六
四
条
、
第
六
五
条
の
規
定
を
適
用
し
な
い
．

第
一
六
条
　
補
償
支
払
金

う
け
る
。
支
配
会
社
が
補
償
支
払
い
の
義
務
を
履
行
す
る
場
合
に
お
い
て

も
、
支
配
会
社
の
所
得
の
う
ち
、
補
償
支
払
金
及
び
こ
れ
に
係
る
法
人
税

第
口
七
条
　
そ
の
他
の
物
的
会
社
に
お
け
る
支
配
従
属
会
社
関
係

　
国
内
に
管
理
支
配
地
及
び
本
店
を
有
す
る
第
一
四
条
第
一
段
に
定
め
る

物
的
会
社
以
外
の
者
が
、
そ
の
全
利
益
を
第
一
四
条
に
規
定
す
る
そ
の
他

の
企
業
に
対
し
供
出
す
る
義
務
を
負
う
場
合
、
第
一
四
条
か
ら
前
条
ま
で

の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
す
べ

て
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
要
す
る
。

　
一
　
書
面
を
も
っ
て
当
該
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
こ
と

　
二
　
社
員
が
投
票
数
の
四
分
の
三
以
上
の
多
数
を
も
っ
て
当
該
契
約
に

　
　
同
意
す
る
こ
と

　
三
　
損
失
引
受
が
、
株
式
法
第
三
〇
二
条
の
規
定
に
準
じ
て
、
合
意
さ

　
　
れ
る
こ
と

　
四
　
〔
利
益
供
出
〕
契
約
前
に
積
み
立
て
た
任
意
準
備
金
の
取
崩
し
に
よ

　
　
り
生
ず
る
収
益
は
、
供
出
し
な
い
こ
と

第
一
八
条
　
外
国
の
支
配
会
社

　
従
属
会
社
が
そ
の
全
利
益
を
、
商
業
登
記
簿
に
登
記
さ
れ
た
支
店
を
国

内
に
有
す
る
外
国
の
営
利
企
業
に
対
し
供
出
す
る
義
務
を
負
う
場
合
に
は
、

従
属
会
社
の
所
得
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
と

き
、
当
該
国
内
支
店
か
ら
生
ず
る
制
限
納
税
義
務
を
負
う
所
得
に
加
算
す

る
。

　
一
　
利
益
供
出
契
約
が
当
該
支
店
の
商
号
に
よ
り
締
結
さ
れ
て
い
る
こ

　
　
と

　
二
　
資
本
的
編
入
に
要
す
る
資
本
参
加
が
当
該
支
店
の
事
業
用
財
産
に

　
　
属
す
る
こ
と
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三
　
経
済
的
及
び
組
織
的
編
入
が
当
該
支
店
自
体
と
の
関
係
に
お
い
て

　
　
存
す
る
こ
と

　
第
一
段
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
四
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
を

準
用
す
る
。

　
　
　
　
　
第
三
節
　
保
険
事
業
者
及
び
住
宅
建
設
貯
蓄
金
庫
に
関
す
る
特
則

第
鞘
九
条
　
契
約
締
結
費
用
、
保
険
引
当
金
及
び
住
宅
建
設
貯
蓄
引
当
金

　
保
険
契
約
の
締
結
費
用
は
税
務
貸
借
対
照
表
の
借
方
の
欄
に
記
載
し
て

は
な
ら
な
い
。

③
　
保
険
引
当
金
及
び
住
宅
建
設
引
当
金
は
、
商
人
の
合
理
的
な
判
断
に

よ
り
、
貸
借
対
照
表
期
目
に
お
い
て
継
続
し
て
い
る
保
険
契
約
に
基
づ
く

給
付
に
と
っ
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
に
お
い
て
、
税
務
貸
借
対
照
表

に
設
定
す
る
．

　
保
険
料
の
繰
越
（
評
ぎ
品
呂
ぎ
葺
品
）
、
景
気
変
動
調
整
引
当
金
、
高
度

危
険
引
当
金
．
高
齢
化
引
当
金
及
び
住
宅
建
設
引
当
金
に
つ
い
て
第
二
〇

条
か
ら
第
二
四
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
二
〇
条
　
保
険
料
の
繰
越

　
〔
略
〕

第
一
二
条
　
景
気
変
動
準
備
金

　
〔
略
〕
、

第
ニ
ニ
条
　
高
度
危
険
引
当
金

　
〔
略
〕

第
二
三
条
　
高
齢
化
引
当
金

　
〔
略
〕

第
二
四
条

　
〔
略
〕

第
二
五
条

　
〔
略
〕

第
二
六
条

　
〔
略
〕

住
宅
建
設
貯
蓄
引
当
金

保
険
料
払
戻
し

第
四
節
　
協
同
組
合
に
関
す
る
特
則

協
同
組
合
の
割
払
し
金

　
　
　
　
第
三
章
　
税
率
及
び
国
外
所
得
の
課
税

第
二
七
条
　
税
　
　
率

　
法
人
税
は
所
得
の
五
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
．

ω
　
法
人
税
の
計
算
上
一
〇
マ
ル
ク
に
満
た
な
い
所
得
は
切
り
捨
て
る
。

⑥
　
所
得
税
が
所
得
税
法
第
一
八
六
条
第
・
・
項
の
授
権
に
基
づ
き
増
減

す
る
と
き
、
法
人
税
は
、
こ
れ
に
応
じ
て
、
増
減
す
る
。

第
二
八
条
　
小
規
模
法
人
に
対
す
る
緩
和
規
定

　
第
一
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
定
め
る
法
人
、
社
団
及
び

財
団
の
所
得
の
う
ち
、
五
千
マ
ル
ク
以
下
の
所
得
額
は
控
除
す
る
。
所
得

が
一
万
マ
ル
ク
を
こ
え
る
場
合
、
控
除
額
は
そ
の
超
過
額
の
二
分
の
一
を

減
額
す
る
。
第
一
段
及
び
第
二
段
の
規
定
は
、
利
益
配
当
を
行
な
う
法
人

及
び
社
団
に
適
用
し
な
い
。

第
二
九
条
　
国
外
所
得
の
課
税

　
二
重
課
税
防
止
の
た
め
の
条
約
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
に
お
い

て
、
無
制
限
納
税
義
務
者
が
外
国
に
お
い
て
当
該
外
国
に
源
泉
す
る
所
得
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（
国
外
所
得
）
に
つ
き
内
国
法
人
税
に
相
当
す
る
税
（
外
国
税
）
を
課
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
と
き
、
確
定
さ
れ
、
納
付
さ
れ
、
か
つ
、
軽
減
請
求
権
の
認

め
ら
れ
な
い
外
国
税
額
は
、
そ
の
者
に
つ
い
て
、
当
該
国
外
所
得
に
係
る

部
分
の
法
人
税
か
ら
税
額
控
除
す
る
．

ω
　
前
項
の
規
定
に
基
づ
く
外
国
税
額
控
除
に
代
え
て
、
納
税
義
務
者
の

申
請
に
よ
り
、
当
該
外
国
税
額
は
、
徴
収
を
う
け
る
国
外
所
得
の
計
算
上
、

そ
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
控
除
す
る
。

⑥
　
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
物
的
会
社
、
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
相

互
保
険
組
合
又
は
内
国
公
法
人
の
営
利
事
業
（
親
会
社
）
が
明
ら
か
に

（
髭
3
語
聾
9
）
事
業
年
度
の
始
め
か
ら
こ
の
法
律
の
適
用
領
域
外
に
管

理
支
配
地
及
び
本
店
を
有
す
る
物
的
会
社
の
額
面
資
本
に
対
し
て
四
分
の

一
以
上
（
子
会
社
）
直
接
に
資
本
参
加
し
、
当
該
子
会
社
が
そ
の
粗
収
益
を

も
っ
ば
ら
又
は
ほ
と
ん
ど
も
っ
ば
ら
国
際
取
引
税
法
（
切
9
駐
鴨
聲
量
9

一
¢
…
－
）
第
八
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
の
規
定
に
該
当
す
る
活

動
に
よ
り
及
び
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
資
本
参
加
に
よ

り
取
得
す
る
場
合
、
親
会
社
の
申
請
に
よ
り
、
子
会
社
が
親
会
社
に
配
当

す
る
利
益
持
分
に
つ
い
て
の
親
会
社
の
法
人
税
額
か
ら
、
子
会
社
が
利
益

に
つ
き
納
付
し
た
税
額
も
ま
た
税
額
控
除
す
る
。
子
会
社
が
配
当
を
行
な

っ
た
事
業
年
度
に
つ
い
て
そ
の
子
会
社
の
納
付
し
た
税
額
は
、
税
額
控
除

の
適
格
（
導
器
。
ぎ
雪
鴨
｛
琴
芭
を
有
す
る
。
子
会
社
の
配
当
適
格
の
あ
る

利
益
に
対
す
る
、
親
会
社
に
係
る
利
益
持
分
の
割
合
に
対
応
す
る
税
額
は
、

親
会
社
の
持
分
を
限
度
と
し
て
．
税
額
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
配
当

適
格
の
あ
る
利
益
（
き
馨
暮
§
凝
§
霞
鴨
『
象
且
弓
）
と
は
、
子
会
社
が

配
当
を
行
な
っ
た
事
業
年
度
に
お
け
る
商
法
上
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た

利
益
で
、
か
つ
、
公
表
準
備
金
の
設
定
又
は
取
り
崩
し
前
の
も
の
を
い
う
。

当
該
税
額
控
除
の
で
き
る
額
は
、
親
会
社
の
所
得
の
計
算
上
、
そ
の
資
本

参
加
に
係
る
利
益
持
分
に
加
算
す
る
．
こ
の
項
に
よ
り
税
額
控
除
の
で
き

る
税
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
税
額
控
除
の
で
き
る
税
〔
を
税
額
控
除

し
た
〕
後
に
は
じ
め
て
税
額
控
除
し
、
か
つ
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除

に
当
り
計
上
し
な
い
．
前
各
段
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
規
定

を
準
用
す
る
。

㈲
　
前
項
の
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
子
会
社
が
発
展
途
上
国
援
助
税
法

に
規
定
す
る
発
展
途
上
国
に
管
理
支
配
地
及
び
本
店
を
有
す
る
と
き
は
、

発
展
途
上
国
へ
の
資
本
投
下
に
よ
る
発
展
援
助
の
給
付
に
対
し
て
同
法
に

基
づ
き
優
遇
措
置
を
請
求
す
る
権
利
の
あ
る
時
期
に
お
い
て
配
当
を
う
け

る
利
益
持
分
に
つ
い
て
は
、
当
該
税
額
控
除
の
で
き
る
額
が
こ
の
法
律
の

規
定
に
基
づ
き
当
該
取
得
し
た
利
益
持
分
に
係
る
税
額
と
一
致
す
る
こ
と

を
前
提
と
し
て
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

㈲
　
親
会
社
が
と
く
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
事
実
を
証
す
る
場

合
に
限
っ
て
、
第
三
項
及
び
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
　
子
会
社
が
そ
の
粗
収
益
を
も
っ
ば
ら
又
は
ほ
と
ん
ど
も
っ
ば
ら
国

際
取
引
税
法
（
ω
彗
号
凋
①
聾
N
年
一
ψ
…
－
）
第
八
条
第
一
項
第
一
号

　
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
に
該
当
す
る
活
動
に
よ
り
及
び
同
法
第
八

条
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
資
本
参
加
に
よ
り
取
得
す
る
こ
と
を
、

親
会
社
が
適
切
な
資
料
の
提
出
に
よ
り
証
す
る
こ
と

二
　
子
会
社
の
配
当
適
格
の
あ
る
利
益
を
、
親
会
社
が
貸
借
対
照
表
及

一
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び
損
益
計
算
書
の
提
出
に
よ
り
証
す
る
こ
と
。
管
理
支
配
地
又
は
本

　
　
店
の
所
在
地
国
に
お
い
て
公
認
経
済
検
査
機
関
又
は
類
似
の
機
関
が

　
　
所
定
の
調
査
覚
書
き
又
は
そ
の
他
の
調
査
覚
書
き
を
添
付
し
た
当
該

　
　
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
を
、
親
会
社
が
、
要
求
に
よ
り
、
提

　
　
出
す
る
こ
と

　
三
　
税
額
控
除
適
格
の
あ
る
税
の
確
定
及
び
納
付
を
、
親
会
社
が
適
切

　
　
な
資
料
に
よ
り
証
す
る
こ
と

㈲
　
親
会
社
が
、
子
会
社
（
第
三
項
）
を
通
し
て
、
こ
の
法
律
の
適
用
領
域

外
に
管
理
支
配
地
及
び
本
店
を
有
す
る
物
的
会
社
（
孫
会
社
）
に
対
し
て
四

分
の
一
以
上
間
接
に
資
本
参
加
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
親
会
社

が
あ
る
事
業
年
度
に
子
会
社
の
利
益
持
分
を
取
得
し
、
か
つ
、
孫
会
社
が

当
該
事
業
年
度
中
の
あ
る
時
期
に
利
益
持
分
を
子
会
社
に
配
当
す
る
と
き
、

親
会
社
の
取
得
し
た
利
益
持
分
の
う
ち
、
孫
会
社
の
利
益
配
当
で
親
会
社

の
間
接
的
資
本
参
加
に
よ
り
親
会
社
に
係
る
も
の
に
相
当
す
る
部
分
に
つ

い
て
は
、
親
会
社
の
申
請
に
よ
り
、
親
会
社
が
こ
の
金
額
の
利
益
持
分
を

直
接
に
孫
会
社
か
ら
取
得
し
た
か
の
よ
う
に
、
租
税
法
上
取
り
扱
う
．
蝿

子
会
社
が
当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
そ
の
他
の
収
益
を
取
得
し
た
場
合
、

又
は
子
会
社
が
一
又
は
二
以
上
の
孫
会
社
か
ら
利
益
持
分
を
取
得
し
た
場

合
、
そ
の
利
益
配
当
は
、
前
記
規
定
の
適
用
上
、
利
益
持
分
と
そ
の
他
の

収
益
と
の
合
計
額
に
対
す
る
当
該
利
益
持
分
及
び
当
該
そ
の
他
の
収
益
の

割
合
に
応
じ
て
分
割
す
る
。
次
み
各
号
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
要
件
を
満
た

す
場
合
に
限
っ
て
、
第
一
段
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
一
　
孫
会
社
が
そ
の
粗
収
益
を
も
っ
ば
ら
又
は
ほ
と
ん
ど
も
っ
ば
ら
国

　
　
際
取
引
税
法
（
野
＆
①
詔
馨
§
一
」
の
、
・
…
）
第
八
条
第
一
項
第
一
号

　
　
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
に
該
当
す
る
活
動
に
よ
り
又
は
同
法
第
八

　
　
条
第
二
項
第
一
号
に
該
当
す
る
資
本
参
加
に
よ
り
取
得
す
る
こ
と

　
二
　
子
会
社
が
第
三
項
の
要
件
を
満
た
し
て
孫
会
社
の
額
面
資
本
に
資

　
　
本
参
加
し
て
い
る
こ
と

　
三
　
親
会
社
が
当
該
直
接
に
〔
間
接
に
、
の
誤
記
〕
保
有
す
る
持
分
に
つ

　
　
い
て
、
直
接
保
有
持
分
に
関
す
る
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
適

　
　
用
す
る
に
当
り
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
親
会
社
の
課
さ
れ
る
、
一

　
　
切
の
税
法
上
の
義
務
を
履
行
す
る
こ
と

ω
所
得
税
法
第
一
〇
〇
条
か
ら
第
一
〇
五
条
ま
で
、
第
一
〇
六
条
の
一
．

第
一
〇
七
条
及
び
第
一
〇
九
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
同
法
第
一
〇
五
条

の
規
定
の
適
用
に
当
り
、
国
際
海
上
運
輸
業
に
よ
り
生
ず
る
国
外
所
得
に

つ
い
て
法
人
税
は
所
得
の
二
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

第
四
章

法
人
税
負
担
の
調
整
手
続

く
霞
富
ぼ
Φ
5
）

（
＞
琴
Φ
9
ロ
ロ
ロ
の
甲

　
　
　
　
　
第
一
節
　
法
人
税
の
補
完
的
負
担

第
三
〇
条
　
物
的
会
社
の
調
整
税

　
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
物
的
会
社
が
内
国
法
人
税
を
負
担
し
な
い
利

益
又
は
軽
減
し
た
負
担
を
う
け
る
利
益
を
配
当
す
る
場
合
、
こ
の
利
益
は

完
全
な
（
税
率
5
6
％
を
さ
す
）
負
担
に
至
る
ま
で
特
別
の
法
人
税
（
調
整
税
）

を
課
さ
れ
る
。
内
国
法
人
税
に
相
当
す
る
外
国
税
が
源
泉
徴
収
を
う
け
、

か
つ
内
国
法
人
税
か
ら
税
額
控
除
で
き
る
場
合
、
又
は
二
重
課
税
防
止
の
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た
め
の
条
約
の
規
定
を
適
用
せ
ず
に
税
額
控
除
し
う
る
場
合
、
内
国
法
人

税
の
負
担
と
こ
れ
に
対
応
す
る
外
国
税
の
負
担
は
同
じ
も
の
と
み
な
す
。

㈹
　
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
に
当
り
、
一
九
七
三
年
一
二
月
三
一
日
以

前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
お
い
て
事
業
用
財
産
を
増
加
し
た
利
益
は
、

法
人
税
に
よ
る
負
担
を
う
け
て
い
な
い
も
の
と
み
な
す
。

第
三
一
条
　
法
人
税
負
担
の
計
算

　
配
当
利
益
の
法
人
税
負
担
は
、
次
条
に
掲
げ
る
部
分
の
自
己
資
本
と
配

当
利
益
を
相
殺
し
て
計
算
す
る
．
自
己
資
本
と
は
、
税
務
貸
借
対
照
表
の

借
方
の
欄
と
貸
方
の
欄
と
に
記
載
し
た
事
業
用
財
産
の
差
額
を
い
う
。

ω
　
利
益
分
配
決
議
の
前
に
終
了
し
た
直
近
の
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け

る
自
己
資
本
の
う
ち
額
面
資
本
を
こ
え
る
部
分
は
、
利
益
配
当
と
相
殺
す

る
こ
と
が
で
き
る
（
利
益
配
当
と
相
殺
の
で
ぎ
る
自
己
資
本
）
。
利
益
分
配
決
議

が
行
な
わ
れ
な
い
場
合
に
は
、
こ
れ
に
代
え
て
利
益
配
当
の
時
と
す
る
。

⑥
　
額
本
資
本
が
準
備
金
か
ら
の
組
入
れ
に
よ
り
額
面
資
本
に
積
み
立
ら

れ
た
額
を
含
み
、
か
つ
、
そ
の
準
備
金
が
一
九
七
四
年
一
月
一
日
以
後
に

終
了
し
た
事
業
年
度
の
利
益
か
ら
成
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
こ
の
部
分
の

額
面
資
本
も
ま
た
、
利
益
配
当
と
相
殺
の
で
き
る
自
己
資
本
と
す
る
。

第
三
二
条
　
自
己
資
本
の
区
分

　
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
物
的
会
社
の
自
己
資
本
は
、
各
事
業
年
度
の

末
日
に
お
い
て
、
利
益
配
当
と
相
殺
の
で
き
る
自
己
資
本
と
そ
の
他
の
自

己
資
本
に
分
割
す
る
。

ω
　
利
益
配
当
と
相
殺
の
で
き
る
自
己
資
本
は
、
そ
の
法
人
税
の
負
担
に

応
じ
て
区
分
す
る
。
各
内
訳
額
は
、
前
事
業
年
度
の
区
分
か
ら
そ
れ
ぞ
れ

算
出
す
る
。
そ
の
区
分
に
お
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
か
ら
成

立
し
て
い
る
内
訳
額
を
、
区
分
し
て
記
載
す
る
。

　
一
　
こ
の
法
律
に
よ
り
法
人
税
を
軽
減
さ
れ
ず
に
課
さ
れ
た
所
得
部
分

　
二
　
軽
減
し
た
法
人
税
を
一
九
七
四
年
一
月
一
日
以
後
に
課
さ
れ
た
所

　
　
得
部
分

　
三
　
〔
持
分
権
者
の
〕
払
込
み
が
一
九
七
四
年
一
月
一
日
以
後
に
終
了
し

　
　
た
事
業
年
度
に
お
い
て
物
的
会
社
の
事
業
用
財
産
を
増
加
し
た
範
囲

　
　
に
お
い
て
、
持
分
権
者
の
払
込
み

　
四
　
そ
の
他
の
財
産
の
増
加
で
、
法
人
税
を
課
さ
れ
な
い
も
の
又
は
一

　
　
九
七
三
年
一
二
月
三
一
日
以
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
お
い
て
物

　
　
的
会
社
の
事
業
用
財
産
を
増
加
し
た
も
の

㈹
　
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
内
訳
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
細
区
分
す
る
。

　
一
　
一
九
七
四
年
一
月
一
日
以
後
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
お
い
て
国

　
　
外
所
得
か
ら
成
立
し
て
い
る
自
己
資
本
部
分

　
二
　
利
益
配
当
と
相
殺
の
で
き
る
自
己
資
本
で
、
一
九
七
三
年
一
二
月

　
　
三
一
日
以
前
に
終
了
し
た
直
近
事
業
年
度
の
末
目
に
計
上
す
る
も
の

　
三
　
そ
の
他
の
財
産
増
加
で
、
法
人
税
を
課
さ
れ
て
い
な
い
も
の

第
三
三
条
　
所
得
の
計
算
上
控
除
の
で
き
な
い
支
出
の
付
則

　
一
九
七
四
年
一
月
一
日
以
後
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
つ
い
て
所
得
の

計
算
上
控
除
の
で
き
な
い
支
出
は
、
〔
利
益
配
当
と
〕
相
殺
の
で
き
る
自
己

資
本
の
内
訳
額
を
算
出
す
る
た
め
、
次
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
控
除

す
る
。
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一
　
調
整
税
を
負
担
す
る
利
益
と
相
殺
し
た
〔
自
己
資
本
の
〕
内
訳
額
か

　
　
ら
、
調
整
税
を
控
除
す
る
。

　
二
　
軽
減
し
た
法
人
税
を
課
さ
れ
る
所
得
部
分
か
ら
、
そ
の
法
人
税
を

　
　
控
除
す
る
。

　
三
　
外
国
税
を
課
さ
れ
る
国
外
所
得
か
ら
、
そ
の
外
国
税
を
控
除
す
る
．

　
四
　
こ
の
法
律
に
よ
り
法
人
税
を
軽
減
さ
れ
ず
に
課
さ
れ
た
所
得
部
分

　
　
か
ら
、
そ
の
他
の
控
除
の
で
き
な
い
支
出
を
控
除
す
る
。

ω
　
こ
の
法
律
に
よ
り
法
人
税
を
軽
減
さ
れ
ず
に
課
さ
れ
た
所
得
部
分
が
、

前
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
控
除
額
に
満
た
な
い
場
合
、
こ
れ
に
代
え
て
、

一
九
七
四
年
一
月
一
日
以
後
に
軽
減
し
た
法
人
税
を
課
さ
れ
る
所
得
部
分

か
ら
、
法
人
税
の
負
担
が
低
く
な
る
順
序
に
よ
り
、
控
除
す
る
。

⑥
　
所
得
の
計
算
に
当
り
一
九
七
三
年
一
二
旦
三
日
以
前
に
終
了
し
た

事
業
年
度
に
つ
い
て
控
除
の
で
き
な
い
支
出
で
、
一
九
七
四
年
一
月
一
日

以
後
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
お
い
て
事
業
用
財
産
を
減
少
し
た
も
の
は
、

第
三
二
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
訳
額
か
ら
控
除
す
る
。

第
三
四
条
　
特
定
の
軽
減
負
担
を
う
け
た
自
己
資
本
部
分
の
配
賦

　
軽
減
し
た
法
人
税
を
課
さ
れ
た
自
己
資
本
部
分
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
場
合
に
は
、
第
三
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
法
人
税
を
軽
減
さ

れ
ず
に
課
さ
れ
た
内
訳
額
及
び
第
三
二
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る

〔
法
人
税
を
〕
課
さ
れ
な
い
内
訳
額
に
分
割
す
る
。

　
一
　
法
人
税
が
特
別
の
税
率
以
外
の
態
様
に
よ
り
軽
減
さ
れ
る
場
合

　
二
　
自
己
資
本
部
分
が
、
第
三
〇
条
の
規
定
に
よ
り
内
国
法
人
税
と
同

　
　
じ
も
の
と
み
な
さ
れ
る
外
国
税
だ
け
の
負
担
を
う
け
る
場
合

　
法
人
税
を
軽
減
さ
れ
ず
に
課
さ
れ
た
内
訳
額
は
、
法
人
税
負
担
か
ら
算

出
す
る
。

第
三
五
条
　
欠
損
の
控
除

　
利
益
計
算
に
関
す
る
税
法
上
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
欠
損
は
、
第

三
二
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
法
人
税
を
課
さ
れ
な
い
内
訳
額
を
計

算
す
る
に
当
り
、
控
除
す
る
。

㈲
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
は
、
そ
の
欠
損
が
後
の
査
定
期
間
に
お
い

て
所
得
の
計
算
上
控
除
さ
れ
る
範
囲
に
お
い
て
、
加
算
し
て
通
算
す
る
．

㈹
　
一
九
七
三
年
＝
一
月
一
三
日
以
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
お
い
て

生
じ
た
欠
損
の
繰
越
欠
損
金
額
を
、
第
三
二
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す

る
内
訳
額
に
っ
い
て
加
算
す
る
。

第
三
六
条
　
支
配
会
社
に
お
け
る
自
己
資
本
の
区
分

　
第
一
四
条
、
第
一
七
条
及
び
第
一
八
条
の
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、

従
属
会
社
の
所
得
が
支
配
会
社
に
帰
属
せ
ず
、
か
つ
、
利
益
供
出
が
行
わ

れ
な
い
場
合
に
、
従
属
会
社
の
自
己
資
本
が
当
該
終
了
し
た
事
業
年
度
に

お
い
て
増
減
し
た
で
あ
ろ
う
全
額
は
、
支
配
会
社
の
〔
自
己
資
本
の
〕
区
分

に
お
い
て
算
入
す
る
。

㈹
　
従
属
会
社
の
自
己
資
本
が
そ
の
社
員
の
払
込
み
に
よ
り
増
加
す
る
場

合
に
は
、
前
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
．

第
三
七
条
　
従
属
会
社
に
お
け
る
自
己
資
本
の
区
分

　
第
一
四
条
、
第
一
七
条
又
は
第
一
八
条
の
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、

従
属
会
社
が
そ
の
利
益
の
一
部
を
準
備
金
に
繰
り
入
れ
た
と
き
、
そ
の
額

は
従
属
会
社
に
対
す
る
支
配
会
社
の
払
込
み
と
み
な
す
。
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第
三
八
条
　
財
産
の
譲
受
け
に
つ
い
て
の
法
人
税
負
担

　
法
人
の
財
産
が
包
括
承
継
に
よ
り
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
物
的
会
社

に
移
転
す
る
場
合
．
第
三
二
条
か
ら
第
三
七
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
計
算

さ
れ
る
譲
渡
法
人
の
自
己
資
本
部
分
は
、
譲
受
物
的
会
社
の
こ
れ
に
対
応

す
る
内
訳
額
に
加
算
す
る
。

第
三
九
条
　
物
的
会
社
の
決
定
権

　
物
的
会
社
は
、
〔
利
益
配
当
と
〕
相
殺
の
で
き
る
自
己
資
本
の
う
ち
ど
の

内
訳
額
と
配
当
利
益
を
相
殺
す
る
か
に
つ
い
て
、
第
五
二
条
か
ら
第
五
四

条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
租
税
申
告
に
お
い
て

決
定
す
る
．

ω
　
第
三
二
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第
四
号
に
規
定
す
る
自
己
資
本
部
分

を
〔
利
益
配
当
と
〕
相
殺
す
る
場
合
、
〔
自
己
資
本
と
〕
相
殺
さ
れ
た
額
の
利

益
配
当
は
こ
れ
に
係
る
調
整
税
と
の
合
計
で
．
自
己
資
本
の
う
ち
の
〔
利

益
配
当
と
〕
相
殺
の
で
き
る
内
訳
額
を
こ
え
て
は
な
ら
な
い
。

第
四
〇
条
　
自
己
資
本
の
不
足

　
利
益
配
当
が
〔
利
益
配
当
と
〕
相
殺
の
で
き
る
自
己
資
本
を
こ
え
る
場
合
、

調
整
税
は
差
額
に
よ
り
算
定
す
る
。
利
益
配
当
と
相
殺
の
で
き
る
自
己
資

本
が
生
ず
れ
ば
直
ち
に
．
そ
の
差
額
に
つ
い
て
第
三
九
条
の
規
定
に
よ
り

充
当
を
行
な
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
二
条
第
二
項
第
一
号
又
は

第
二
号
に
規
定
す
る
内
訳
額
を
〔
利
益
配
当
と
〕
相
殺
す
る
と
き
、
調
整
税

は
、
当
該
内
訳
額
の
法
人
税
負
担
の
額
を
限
度
と
し
て
、
法
人
税
債
務
か

ら
税
額
控
除
す
る
。

第
四
一
条
　
払
込
み

　
物
的
会
社
の
事
業
用
財
産
が
一
九
七
四
年
一
月
一
日
以
後
に
終
了
し
た

事
業
年
度
に
お
い
て
持
分
権
者
の
払
込
み
に
よ
り
増
加
し
、
か
っ
、
配
当

利
益
が
第
三
九
条
の
規
定
に
よ
り
こ
の
払
込
み
と
相
殺
さ
れ
る
場
合
、
そ

の
配
当
利
益
に
つ
い
て
は
調
整
税
を
課
さ
な
い
。

第
四
二
条
　
課
税
を
う
け
な
い
物
的
会
社
の
配
当

　
法
人
税
の
課
税
を
う
け
な
い
物
的
会
社
が
、
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う

持
分
権
者
で
法
人
税
の
課
税
を
う
け
な
い
も
の
に
対
し
て
、
利
益
配
当
を

行
な
う
場
合
、
調
整
税
を
徴
収
し
な
い
。
持
分
権
者
は
、
税
務
署
の
発
行

す
る
証
明
書
に
よ
り
配
当
物
的
会
社
に
対
し
て
自
己
の
非
課
税
た
る
こ
と

を
証
す
る
義
務
を
負
う
。

ω
　
前
項
第
一
段
に
定
め
る
物
的
会
社
が
公
法
人
に
利
益
配
当
す
る
場
合

に
、
利
益
配
当
が
〔
公
法
人
の
〕
営
利
事
業
に
お
い
て
保
有
さ
れ
る
持
分
に

か
か
る
範
囲
に
限
っ
て
、
調
整
税
を
徴
収
す
る
．

第
四
三
条
　
そ
の
他
の
給
付

　
物
的
会
社
が
、
受
領
者
に
つ
い
て
所
得
税
法
第
五
七
条
第
一
項
第
一
号
、

第
二
号
、
第
四
号
又
は
第
五
号
に
規
定
す
る
収
入
と
な
る
そ
の
他
の
給
付

を
行
な
う
場
合
、
又
は
物
的
会
社
の
事
業
用
財
産
が
組
織
変
更
法
の
規
定

に
基
づ
く
組
織
変
更
に
よ
っ
て
、
人
、
人
的
商
事
会
社
、
民
法
上
の
組
合

又
は
法
人
税
の
課
税
を
う
け
な
い
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
法
人
に
移
転

す
る
場
合
、
第
三
〇
条
か
ら
第
四
二
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
．

ω
　
給
付
が
額
面
資
本
の
払
戻
し
で
あ
る
場
合
、
物
的
会
社
は
、
第
三
九

条
の
規
定
の
ほ
か
に
、
そ
の
給
付
を
利
益
配
当
と
相
殺
の
で
き
な
い
自
己

資
本
か
ら
ど
の
程
度
ま
で
控
除
す
る
か
に
つ
い
て
、
租
税
申
告
に
お
い
て
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決
定
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
．

第
四
四
条
　
そ
の
他
の
法
人
の
調
整
税

　
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
法
人
で
物
的
会
社
で
な
い
者
の
給
付
が
、
受

領
者
に
つ
い
て
、
所
得
税
法
第
五
七
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第

八
号
の
規
定
す
る
収
入
と
な
る
場
合
、
第
三
〇
条
か
ら
第
四
三
条
ま
で
の

規
定
を
準
用
す
る
。

　
　
　
　
　
第
二
節
　
調
整
税
の
税
率

第
四
五
条
　
調
整
税
の
税
率

　
ー
廃
止

　
　
　
　
　
第
三
節
　
証
明
書
及
び
分
離
確
認

第
四
六
条
　
証
明
書

　
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
法
人
は
、
そ
の
持
分
権
者
又
は
享
益
証
券
所

持
人
（
O
①
馨
翻
魯
①
注
昌
呂
①
醤
）
の
請
求
に
よ
り
．
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

実
に
つ
い
て
そ
の
者
に
証
明
書
を
交
付
す
る
義
務
を
負
う
。

　
一
　
受
領
者
に
つ
い
て
所
得
税
法
第
五
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規

　
　
定
す
る
収
入
と
な
る
給
付
額

　
二
　
支
払
日

　
三
　
受
領
者
の
収
入
に
係
る
法
人
税
の
額
又
は
〔
当
該
収
入
の
〕
百
分
率

　
四
第
五
九
条
及
び
第
六
〇
条
に
規
定
す
る
還
付
を
受
け
る
こ
と
の
で

　
　
き
る
調
整
税
の
額

　
五
　
第
四
一
条
に
規
定
す
る
払
戻
し
を
受
け
た
払
込
み
の
額

　
個
別
の
株
式
、
持
分
（
O
婁
姦
穿
雪
琶
一
）
又
は
享
益
証
券
に
関
す
る
記

載
で
足
り
る
。

侶び
そ
れ
以
降
の
発
行
証
明
書
自
体
に
番
号
を
記
入
す
る
。

第
四
七
条
　
課
税
基
礎
の
分
離
確
認

　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
課
税
基
礎
は
分
離
し
て
確
認
す
る
。

　
一
　
利
益
配
当
と
相
殺
の
で
き
る
自
己
資
本
の
う
ち
、
第
三
二
条
の
規

　
　
定
に
よ
り
計
算
す
る
内
訳
額

　
二
　
第
三
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
額
面
資
本
の
う
ち
、
利
益
配
当
と

　
　
相
殺
の
で
き
る
額

　
三
　
第
四
〇
条
に
規
定
す
る
、
調
整
税
を
課
さ
れ
る
差
額
で
、
未
だ

　
　
〔
利
益
配
当
と
〕
相
殺
さ
れ
て
い
な
い
も
の

　
　
前
項
の
義
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
、
生
じ
な
い
。

　
　
　
金
融
機
関
が
当
該
法
人
の
計
算
に
お
い
て
受
領
者
に
対
し
て
給
付

　
　
を
行
な
い
、
か
つ
、
前
項
に
定
め
る
事
項
を
付
記
し
た
証
明
書
を
そ

　
　
の
受
領
者
に
交
付
し
た
場
合

　
　
る
一
括
申
請
を
行
な
っ
た
か
又
は
行
な
お
う
と
す
る
場
合
．
協
同
組

　
　
合
が
前
項
に
規
定
す
る
証
明
書
を
作
成
す
る
場
合
、
そ
の
証
明
書
に

　
　
は
一
括
申
請
を
摘
示
す
る
こ
と
を
要
す
る
．

　
　
証
明
書
又
は
証
拠
書
類
を
複
数
発
行
す
る
と
き
、
二
枚
目
の
書
類
及

　
二
　
協
同
組
合
に
つ
い
て
、
協
同
組
合
が
所
得
税
法
第
一
二
六
条
に
よ

ラ2（

第
五
章
　
租
税
の
確
定
、
徴
収
及
び
還
付

　
　
　
　
　
第
一
節
　
総
　
　
則

第
四
八
条
　
租
税
の
成
立

　
租
税
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
当
該
各
号
に
定
め
る
時
に
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成
立
す
る
．

　
一
　
査
定
税
に
つ
い
て
、
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
の
場
合
を
除
い

　
　
て
、
査
定
の
行
わ
れ
る
期
間
〔
査
定
期
間
〕
の
経
過
の
時

　
二
　
予
定
納
税
に
つ
い
て
、
予
定
納
税
を
納
付
す
べ
き
暦
年
の
各
四
半

　
　
期
の
初
目
、
又
は
納
税
義
務
が
暦
年
の
各
四
半
期
中
に
は
じ
め
て
原

　
　
因
の
生
じ
る
と
き
は
、
そ
の
納
税
義
務
の
原
因
発
生
の
時

　
三
　
第
三
〇
条
及
び
第
四
四
条
に
規
定
す
る
特
別
の
法
人
税
に
つ
い
て
、

　
　
第
五
四
条
第
一
項
に
定
め
る
期
間
の
初
日

第
四
九
条
　
租
税
の
査
定
、
税
額
控
除
、
納
付
及
び
還
付

　
法
人
税
の
査
定
並
び
に
法
人
税
の
税
額
控
除
、
納
付
及
び
還
付
に
つ
い

て
、
こ
の
法
律
に
別
段
の
定
め
の
な
い
限
り
、
所
得
税
に
適
用
す
る
規
定

を
準
用
す
る
。

ω
　
暦
年
と
異
な
る
事
業
年
度
の
場
合
、
租
税
債
務
の
予
定
納
税
が
査
定

期
間
の
末
日
を
含
む
当
該
事
業
年
度
中
に
納
付
済
み
で
あ
る
と
き
に
は
、

所
得
税
法
第
一
二
二
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
　
　
　
　
第
二
節
　
租
税
の
確
定
及
び
徴
収

第
五
〇
条
　
資
本
収
益
に
対
す
る
源
泉
微
収
税

　
所
得
税
法
第
一
五
〇
条
第
一
項
第
八
号
及
び
第
一
五
一
条
の
規
定
は
、

住
所
又
は
居
所
を
そ
れ
ぞ
れ
管
理
支
配
地
又
は
本
店
所
在
地
と
読
み
替
え

て
、
法
人
．
社
団
及
び
財
団
に
適
用
す
る
。

㈹
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
課
税
基
礎
は
、
法
人
税
の
査
定
に
当
り
算
入
し

な
い
。

　
一
　
所
得
税
法
第
一
五
〇
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
資
本
収
益

　
二
　
〔
所
得
の
〕
取
得
者
が
制
限
納
税
義
務
を
負
い
，
か
つ
、
当
該
所
得

　
　
が
国
内
の
恒
久
的
施
設
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
で
な
い
場
合
、
又
は

　
　
当
該
所
得
が
第
五
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
非
課
税
規
定
の

　
　
適
用
を
う
け
な
い
場
合
、
源
泉
徴
収
税
を
課
さ
れ
る
そ
の
他
の
所
得

　
（
法
人
税
の
）
査
定
に
当
り
算
入
さ
れ
な
い
所
得
に
係
る
法
人
税
は
、
当

該
所
得
の
取
得
者
が
僅
少
の
徴
収
を
う
け
た
源
泉
徴
収
税
額
に
つ
い
て

〔
法
人
税
の
〕
請
求
を
う
け
な
い
場
合
、
当
該
源
泉
徴
収
税
に
よ
っ
て
弁
済

さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

第
五
一
条
　
税
額
控
除
の
適
用
除
外

　
所
得
税
法
第
五
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
八
号
に

規
定
す
る
収
入
又
は
帰
属
額
が
持
分
権
者
に
つ
い
て
納
税
義
務
の
生
じ
な

い
場
合
、
所
得
税
法
第
一
二
一
条
及
び
第
一
二
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
そ
れ
に
係
る
法
人
税
の
税
額
控
除
は
認
め
ら
れ
な
い
。

第
五
二
条
　
調
整
税
の
申
告

　
－
廃
止

第
五
三
条
　
分
離
確
認
の
申
告

　
第
三
〇
条
に
規
定
す
る
物
的
会
社
及
び
第
四
四
条
に
規
定
す
る
そ
の
他

の
法
人
は
、
第
四
七
条
に
掲
げ
る
自
己
資
本
部
分
お
よ
び
差
額
に
つ
い
て

分
離
確
認
の
申
告
書
を
記
載
す
る
義
務
を
負
う
．
租
税
確
定
に
関
す
る
所

得
税
法
の
規
定
を
準
用
す
る
．

第
五
四
条
　
租
税
申
告
、
調
整
税
の
納
付

　
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
物
的
会
社
又
は
第
四
四
条
に
規
定
す
る
法
人

が
利
益
を
配
当
す
る
場
合
、
こ
れ
ら
の
者
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
す
べ
て
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の
事
項
を
一
月
以
内
に
税
務
署
に
申
告
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

　
一
　
利
益
配
当
の
目

　
二
　
利
益
配
当
の
額

　
三
　
第
三
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
区
分
さ
れ
た
自
己

　
　
資
本
の
う
ち
、
配
当
利
益
と
相
殺
さ
れ
る
部
分

　
四
　
調
整
税
の
額

㈲
　
調
整
税
は
当
該
期
間
の
経
過
前
に
納
付
す
る
。

第
五
五
条
　
租
税
申
告
の
基
礎
資
料

　
自
己
資
本
に
つ
い
て
第
三
二
条
に
定
め
ら
れ
た
区
分
が
な
い
場
合
に
、

分
離
し
て
記
載
す
べ
き
自
己
資
本
の
内
訳
額
の
推
定
は
、
利
益
配
当
の
前

に
終
了
し
た
直
近
の
車
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
作
成
し
た
商
事
貸
借
対

照
表
に
基
づ
い
て
の
み
認
め
ら
れ
る
．
第
一
段
に
定
め
る
商
事
貸
借
対
照

表
が
未
だ
作
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
利
益
配
当
は
租
税
申
告

の
目
的
上
、
最
後
に
分
離
確
認
さ
れ
た
自
己
資
本
の
内
訳
額
と
相
殺
す
る
。

第
五
六
条
　
そ
の
他
の
給
付
に
関
す
る
租
税
申
告

　
法
人
が
受
領
者
に
つ
い
て
所
得
税
法
第
五
七
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二

号
、
第
四
号
、
第
五
号
又
は
第
八
号
に
規
定
す
る
収
入
と
な
る
そ
の
他
の

給
付
を
行
な
う
場
合
に
つ
い
て
、
又
は
法
人
の
事
業
用
財
産
が
組
織
変
更

法
の
規
定
に
基
づ
く
組
織
変
更
に
よ
り
人
、
人
的
商
事
会
社
、
民
法
上
の

組
合
又
は
法
人
税
の
課
税
を
う
け
な
い
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
法
人
に

移
転
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
第
五
四
条
及
び
第
五
五
条
の
規
定
を
準
用
す

る
。
租
税
申
告
期
間
及
び
調
整
税
の
納
付
期
間
は
給
付
の
時
に
開
始
し
、

又
は
事
業
用
財
産
が
組
織
変
更
法
の
規
定
に
基
づ
き
移
転
す
る
場
合
に
は
、

組
織
変
更
決
議
を
商
業
登
記
簿
に
登
記
し
た
時
に
開
始
す
る
。

　
　
　
　
　
第
三
節
還
付

第
五
七
条
　
制
限
納
税
義
務
を
負
う
法
人
に
対
す
る
法
人
税
の
還
付

　
第
二
条
第
二
号
及
び
第
五
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
制
限
納
税
義

務
を
負
う
法
人
は
、
所
得
税
法
第
一
二
七
条
の
規
定
に
よ
る
法
人
税
の
還

付
を
受
け
な
い
。
同
法
第
九
九
条
第
六
項
及
び
第
一
二
七
条
の
規
定
は
、

〔
同
法
〕
第
一
二
七
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
住
所
又
は
居
所
を
管
理
支

配
地
又
は
本
店
と
読
み
替
え
て
、
そ
の
他
の
制
限
納
税
義
務
を
負
う
法
人
、

社
団
及
び
財
団
に
つ
い
て
、
準
用
す
る
。

第
五
八
条
　
特
定
の
法
人
・
社
団
及
び
財
団
に
対
す
る
還
付

　
所
得
税
法
第
五
七
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
利
益
持

分
に
係
る
法
人
税
は
、
当
該
法
人
税
が
収
入
と
当
該
法
人
税
と
の
合
計
額

の
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
こ
え
る
範
囲
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者

に
対
し
て
、
申
請
に
よ
り
還
付
す
る
。

　
一
　
第
五
条
第
一
項
第
一
〇
号
に
規
定
す
る
法
人
、
社
団
及
び
財
団

　
二
　
も
っ
ば
ら
か
つ
直
接
に
公
共
目
的
又
は
慈
善
目
的
に
資
す
る
公
法

　
　
上
の
内
国
財
団

働
　
還
付
に
つ
い
て
、
前
項
に
掲
げ
る
法
人
、
社
団
又
は
財
団
は
、
収
入

及
び
こ
れ
に
係
る
法
人
税
の
額
を
第
四
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
証
拠
書
類

に
よ
り
、
証
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

㈹
　
法
人
税
が
、
収
益
事
業
又
は
納
税
義
務
の
あ
る
〔
公
法
人
の
〕
営
利
事

業
に
お
い
て
生
じ
た
利
益
持
分
に
係
る
場
合
に
は
、
そ
の
法
人
税
は
還
付

さ
れ
な
い
。
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㈲
　
申
請
期
間
は
、
収
入
の
流
入
し
た
暦
年
の
翌
年
五
月
三
一
日
に
終
了

す
る
．
還
付
請
求
権
者
が
右
期
間
の
遵
守
を
妨
げ
ら
れ
た
場
合
に
．
税
務

署
は
そ
の
者
の
申
請
に
よ
り
右
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
延
長

の
申
請
は
、
第
一
段
に
掲
げ
る
期
間
の
経
過
前
に
書
面
を
も
っ
て
行
な
い
、

か
つ
、
理
由
を
付
記
す
る
。

㈲
　
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
二
項
に
掲
げ
る
証
拠
書
類

を
内
国
物
的
会
社
又
は
外
国
投
資
会
社
の
こ
れ
に
対
応
す
る
公
告
と
読
み

替
え
て
、
内
国
の
有
価
証
券
若
し
く
は
不
動
産
－
特
別
財
産
に
関
す
る
持

分
証
券
又
は
国
外
投
資
持
分
に
係
る
法
人
税
に
つ
い
て
、
及
び
第
四
九
条

の
規
定
に
よ
る
査
定
の
場
合
に
は
租
税
債
務
か
ら
税
額
控
除
す
る
法
人
税

に
つ
い
て
、
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
還
付
す
べ
き
額
は
、
当

該
公
告
に
記
載
さ
れ
た
法
人
税
の
1
3
一
2
8
と
す
る
．

第
五
九
条
　
制
限
納
税
義
務
者
に
対
す
る
調
整
税
の
還
付

　
所
得
税
の
制
限
納
税
義
務
を
負
う
持
分
権
者
又
は
第
二
条
第
一
号
の
規

定
に
よ
り
法
人
税
の
制
限
納
税
義
務
を
負
う
持
分
権
者
は
、
調
整
税
を
課

さ
れ
た
利
益
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
己
資
本
〔
部
分
〕
の
い
ず
れ
か
と

相
殺
さ
れ
た
場
合
に
は
、
申
請
に
よ
り
連
邦
国
税
局
か
ら
第
三
〇
条
に
規

定
す
る
調
整
税
の
還
付
を
う
け
る
。

　
一
　
国
外
所
得
か
ら
成
立
し
て
い
る
自
己
資
本
〔
部
分
〕

　
二
　
一
九
七
三
年
一
二
月
三
一
日
以
前
に
終
了
し
た
直
近
の
事
業
年
度

　
　
の
末
日
に
お
い
て
記
載
し
た
自
己
資
本
〔
部
分
〕

傷
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
事
項
を
当
該
各
号
に
掲
げ
る
証
明
書

に
よ
り
証
す
る
揚
合
に
限
っ
て
、
還
付
す
る
。

　
一
　
外
国
租
税
行
政
庁
の
発
行
す
る
証
明
書
に
よ
り
、
制
限
納
税
義
務

　
　
者
の
国
外
の
住
所
若
し
く
は
居
所
又
は
国
外
の
本
店
若
し
く
は
管
理

　
　
支
配
地
の
所
在
地

　
二
　
第
四
六
条
に
規
定
す
る
証
明
書
又
は
そ
の
他
の
証
拠
書
類
に
よ
り
、

　
　
収
入
及
び
こ
れ
に
係
る
調
整
税
の
額

㈹
　
調
整
税
を
納
付
し
た
株
式
会
社
又
は
投
資
会
社
の
申
請
に
よ
り
、
連

邦
国
税
局
は
一
株
又
は
一
持
分
証
券
に
関
連
し
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
還
付
す
べ
ぎ
調
整
税
の
額
を
毎
年
一
回
公
表
す
る
．
そ
の
公
表
を
も
っ

て
前
項
第
二
号
に
定
め
る
立
証
に
代
え
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。

㈲
　
当
該
申
請
期
間
に
つ
い
て
所
得
税
法
第
一
二
五
条
第
五
項
の
規
定
を

準
用
す
る
．

㈲
　
持
分
が
制
限
納
税
義
務
者
の
国
内
の
恒
久
的
施
設
の
事
業
用
財
産
で

あ
る
場
合
、
調
整
税
は
還
付
し
な
い
。

第
六
〇
条
　
非
課
税
法
人
及
び
公
法
人
に
対
す
る
調
整
税
の
還
付

　
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
持
分
権
老
で
法
人
税
の
課
税
を
う
け
な
い
も

の
は
、
調
整
税
の
か
か
る
利
益
を
、
一
九
七
三
年
一
二
旦
三
日
以
前
に

終
了
し
た
直
近
の
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
計
上
し
た
自
己
資
本
と
相

殺
し
た
場
合
に
は
、
申
請
に
よ
り
連
邦
国
税
局
か
ら
第
三
〇
条
に
規
定
す

る
調
整
税
の
還
付
を
う
け
る
。

ω
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
事
項
を
当
該
各
号
に
掲
げ
る
証
明
書

に
よ
り
証
す
る
場
合
に
限
っ
て
、
還
付
す
る
．

　
一
　
税
務
署
の
発
行
す
る
証
明
書
に
よ
り
、
非
課
税
た
る
こ
と

　
二
　
第
四
六
条
に
規
定
す
る
証
明
書
又
は
そ
の
他
の
証
拠
書
類
に
よ
り
、

76



1974年西ドイツ法人税法の第二次担当官草案

　
　
収
入
及
び
こ
れ
に
係
る
調
整
税
の
額

⑥
　
第
五
九
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
．

㈲
　
第
一
項
、
第
二
項
第
二
号
及
び
前
項
の
規
定
を
公
法
人
に
準
用
す
る
。

利
益
配
当
が
、
〔
公
法
人
の
〕
営
利
事
業
の
保
有
す
る
持
分
に
係
る
場
合
に

は
、
調
整
税
は
還
付
し
な
い
。

第
六
一
条
　
還
付
の
適
用
除
外

　
ー
廃
止第

六
章
　
授
権
規
定
及
び
終
結
規
定

第
六
二
条
授
　
権

　
連
邦
政
府
は
、
課
税
の
平
等
を
確
保
す
る
た
め
、
苛
酷
な
場
合
に
お
け

る
不
衡
平
を
除
去
す
る
た
め
、
又
は
課
税
手
続
を
簡
素
に
す
る
た
め
、
連

邦
参
議
院
の
同
意
を
え
て
法
規
命
令
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す

る
規
定
を
発
布
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
イ
　
こ
の
法
律
規
定
の
廃
止
又
は
改
正
に
よ
り
生
ず
る
法
律
効
果

　
　
・
　
予
定
納
税
期
限
の
変
更

　
　
ハ
　
第
二
七
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
法
人
税
の
引
下
げ
又
は
引

　
　
　
上
げ

　
　
二
　
〔
略
〕

　
　
ホ
　
〔
略
〕

ω
　
〔
略
〕

第
六
三
条
　
金
融
業
に
関
す
る
経
過
規
定

　
一
九
七
四
年
一
月
一
日
か
ら
一
九
七
七
年
一
月
一
日
ま
で
に
終
了
す
る

査
定
期
間
に
つ
い
て
、
法
人
税
は
、
第
二
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
次
の
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
金
融
業
の
場
合
に
所
得

の
四
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
し
、
第
一
〇
号
か
ら
第
一
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
金

融
業
の
場
合
に
所
得
の
二
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

　
一
　
公
的
貯
蓄
金
庫
又
は
国
の
監
督
下
に
あ
る
貯
蓄
金
庫

　
二
　
長
期
地
方
金
融
業
、
長
期
不
動
産
金
融
業
及
び
長
期
土
地
改
良
金

　
　
融
業
に
よ
り
生
ず
る
所
得
に
つ
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
公
法
上
の
金

　
　
庫
以
外
の
公
庫

　
三
　
長
期
地
方
金
融
業
及
び
長
期
不
動
産
金
融
業
に
よ
り
生
ず
る
所
得

　
　
に
っ
い
て
、
私
的
住
宅
建
設
貯
蓄
金
庫

　
四
　
純
粋
の
抵
当
銀
行

　
五
　
抵
当
銀
行
法
第
五
条
に
定
め
る
業
務
に
よ
り
生
ず
る
所
得
に
つ
い

　
　
て
、
混
合
抵
当
銀
行

　
六
　
船
舶
抵
当
証
券
銀
行

　
七
　
長
期
金
融
業
に
よ
り
生
ず
る
所
得
に
つ
い
て
、
興
業
信
用
銀
行
株

　
　
式
会
社
、
ド
イ
ツ
勧
業
銀
行
、
ベ
ル
リ
ン
勧
業
銀
行
株
式
会
社
、
ザ

　
　
ー
ル
投
資
信
用
銀
行
株
式
会
社
及
び
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ

　
　
タ
イ
ン
経
済
復
興
金
庫
株
式
会
社

　
八
　
も
っ
ば
ら
そ
の
組
合
員
に
信
用
を
供
与
す
る
信
用
協
同
組
合

　
九
　
も
っ
ば
ら
そ
の
成
員
に
信
用
を
供
与
し
、
か
つ
そ
の
協
同
組
合
上

　
　
の
固
有
の
任
務
に
限
定
す
る
中
央
金
庫
．
物
的
会
社
の
形
態
に
よ
り

　
　
営
業
す
る
金
融
セ
ン
タ
ー
（
N
。
暮
邑
Φ
）
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
、

　
一
〇
　
国
家
経
済
上
の
課
題
を
遂
行
す
る
場
合
、
国
立
銀
行
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一
一
　
ド
イ
ッ
協
同
組
合
金
庫

　
一
二
　
公
益
住
宅
法
の
改
正
法
の
発
効
に
よ
り
国
家
的
住
宅
政
策
の
機

　
　
関
と
し
て
の
特
質
を
喪
失
す
る
制
度
（
一
b
寮
貫
革

㈹
　
調
整
税
に
関
す
る
規
定
は
適
用
し
な
い
。

第
六
四
条
そ
の
他
の
経
過
規
定

　
現
金
配
当
及
び
こ
れ
に
係
る
調
整
税
を
、
一
九
六
九
年
一
〇
月
二
一
百

の
文
言
に
お
け
る
法
人
税
法
（
一
九
六
八
年
法
人
税
法
）
第
一
九
条
第
三
項

に
規
定
す
る
適
格
配
当
と
み
な
す
。

㈹
　
第
四
七
条
に
規
定
す
る
課
税
基
礎
の
分
離
確
認
は
、
一
九
七
三
年
一

二
月
三
一
日
以
前
の
目
を
含
む
直
近
の
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
初
め

て
行
な
う
。

⑥
　
一
九
七
三
年
一
二
月
三
一
日
以
前
の
日
を
含
む
事
業
年
度
に
つ
い
て

の
利
益
配
当
に
係
る
調
整
税
が
、
第
五
九
条
及
び
第
六
〇
条
の
規
定
に
よ

り
制
限
納
税
義
務
者
又
は
公
法
人
に
対
し
還
付
さ
れ
る
場
合
．
こ
れ
ら
の

者
の
利
益
配
当
に
基
因
す
る
利
益
持
分
に
対
す
る
法
人
税
は
．
資
本
収
益

に
対
す
る
源
泉
徴
収
（
資
本
収
益
税
）
か
ら
徴
収
す
る
。
所
得
税
法
第
一
五

一
条
第
一
項
第
三
号
．
第
一
五
五
条
及
び
第
一
五
八
条
の
規
定
を
準
用
す

る
。第

六
五
条
　
ベ
ル
リ
ン
条
項

　
こ
の
法
律
は
、
一
九
五
二
年
一
月
四
日
第
三
次
過
渡
期
法
（
国
琶
号
農
中

婁
琶
」
¢
一
）
第
一
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
ベ
ル
リ
ン
地
区
に

も
適
用
す
る
。
こ
の
法
律
に
基
づ
き
発
布
さ
れ
る
法
規
命
令
は
、
第
三
次

過
渡
期
法
第
一
四
条
の
規
定
に
よ
り
ベ
ル
リ
ン
地
区
に
適
用
す
る
。

二
　
〔
一
九
七
六
年
〕
所
得
税
法
〔
草
案
〕

第
四
八
条
　
収
入
と
必
要
経
費
の
差
額

㈹
　
…
…
〔
第
三
段
廿
第
五
七
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
資
本
用

益
か
ら
生
ず
る
収
入
に
該
当
す
る
法
人
税
は
、
当
該
法
人
税
を
負
担
し
た

収
入
と
一
諸
に
取
得
し
た
も
の
と
み
な
す
．

第
五
七
条
　
資
本
財
か
ら
生
ず
る
所
得

　
資
本
財
か
ら
生
ず
る
所
得
と
は
、
資
本
用
益
か
ら
生
ず
る
収
入
と
必
要

経
費
と
の
差
額
を
い
う
。
資
本
用
益
か
ら
生
ず
る
収
入
と
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
．

　
　
株
式
、
鉱
山
権
に
対
す
る
持
分
、
社
員
権
を
意
昧
す
る
受
益
証
書
．

有
限
会
社
に
対
す
る
持
分
、
協
同
組
合
に
対
す
る
持
分
．
殖
民
会
社

　
に
対
す
る
持
分
及
び
法
人
格
上
の
権
利
を
有
す
る
鉱
業
を
営
む
組
合

　
に
対
す
る
持
分
か
ら
生
ず
る
利
益
持
分
（
配
当
）
、
利
子
、
〔
鉱
物
等
の
〕

収
穫
物
及
び
そ
の
他
の
給
付
金
．
た
だ
し
．
法
人
税
法
第
四
一
条
に

規
定
す
る
払
戻
し
を
受
け
た
払
込
み
を
除
く
。

義
務
を
負
う
物
的
会
社
、
協
同
組
合
若
し
く
は
鉱
業
を
営
む
組
合
の

解
散
に
よ
り
持
分
権
者
又
は
成
員
に
流
入
す
る
、
持
分
に
応
じ
た
給

付
。
た
だ
し
．
当
該
給
付
が
、
法
人
税
法
第
三
九
条
の
規
定
に
よ
り

　法人

の
自
己
資
本
と
相
殺
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
前
号
に
規
定
す
る

二
　
資
本
減
少
に
よ
り
又
は
前
号
に
規
定
す
る
法
人
税
の
無
制
限
納
税

78



1974年西ドイツ法人税法の第二次担当官草案

　
　
収
入
及
び
法
人
税
法
第
三
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
払
戻
を

　
　
受
け
た
払
込
み
で
な
い
場
合
に
限
る
。

　
三
　
組
織
変
更
法
の
規
定
に
基
づ
き
組
織
変
更
し
た
物
的
会
社
の
〔
利

　
　
益
配
当
と
〕
相
殺
の
で
き
る
自
己
資
本
。
た
だ
し
、
法
人
税
法
第
三

　
　
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
払
込
み
か
ら
成
立
し
て
い
る
内
訳

　
　
額
を
除
く
。

　
四
　
投
資
会
社
法
第
三
九
条
、
第
四
〇
条
、
第
四
五
条
及
び
第
四
六
条

　
　
の
規
定
に
よ
り
国
内
の
有
価
証
券
及
び
不
動
産
ー
特
別
財
産
に
対
す

　
　
る
持
分
証
券
に
係
る
配
当
及
び
そ
の
他
の
収
益

　
五
　
国
外
投
資
持
分
の
販
売
と
国
外
投
資
持
分
か
ら
生
ず
る
収
益
の
課

　
　
税
と
に
関
す
る
法
律
第
一
七
条
及
び
第
一
八
条
の
規
定
に
よ
り
国
外

　
　
投
資
持
分
に
係
る
配
当
及
び
そ
の
他
の
帰
属
額

　
六
第
＝
二
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
一
二
三
条
の
規
定
に
よ
り
税

　
　
額
控
除
さ
れ
る
べ
ぎ
法
人
税
又
は
第
一
二
五
条
、
第
一
二
六
条
及
び

　
　
第
二
一
七
条
の
規
定
に
よ
り
還
付
さ
れ
る
べ
き
法
人
税

　
七

　
八
　
経
済
的
組
合
（
三
蕾
魯
鋒
岳
。
ぎ
＜
。
邑
冨
）
に
対
す
る
利
益
持
分

働
　
資
本
用
益
か
ら
生
ず
る
収
入
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
含
む

も
の
と
す
る
．

　
一

　
一
一

　
三
　
株
券
、
債
務
証
券
又
は
そ
の
他
の
持
分
〔
証
券
〕
を
〔
利
益
配
当
証

　
　
券
、
利
札
及
び
そ
の
他
の
請
求
権
と
〕
一
緒
に
譲
渡
し
な
い
場
合
、
利
益

　
　
配
当
証
券
、
利
札
及
び
そ
の
他
の
請
求
権
の
譲
渡
に
よ
り
生
ず
る
収

　
　
入

　
四

　
五

　
第
三
号
及
び
第
四
号
が
規
定
す
る
場
合
に
、
利
札
又
は
利
益
配
当
証
券

の
償
還
又
は
再
譲
渡
の
時
に
流
入
し
た
配
当
、
利
子
及
び
そ
の
他
の
収
益

の
う
ち
、
こ
れ
ら
の
証
券
の
取
得
時
に
対
価
と
し
て
支
払
っ
た
額
に
つ
い

て
は
収
入
と
み
な
さ
な
い
。

⑥
　
持
分
権
者
と
は
、
株
式
及
び
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
持

分
が
帰
属
す
る
も
の
を
い
う
。

の㈲
第
一
項
及
び
第
二
項
に
定
め
る
所
得
は
、
農
業
所
得
．
事
業
所
得
、

自
由
業
所
得
又
は
賃
貸
所
得
で
あ
る
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
得
の
種
類
に

該
当
す
る
。

第
五
七
条
の
一
　
適
格
資
本
参
加
の
取
得
後
に
お
け
る
物
的
会
社
の
給
付

　
　
　
　
　
　
　
金

　
第
五
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
給
付
金
は
、
次
項
の
場
合
を
除

き
、
法
人
税
の
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
物
的
会
社
に
対
す
る
持
分
を
取

得
す
る
に
当
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
場
合
、
資
本
用
益

か
ら
生
ず
る
収
入
と
み
な
さ
な
い
。

　
一
　
譲
渡
人
が
最
近
五
年
以
内
に
会
社
の
額
面
資
本
の
一
〇
パ
ー
セ
ン

　
　
ト
以
上
を
も
っ
て
資
本
参
加
し
て
い
た
こ
と

　
二
　
取
得
者
に
譲
渡
す
る
持
分
の
譲
渡
価
額
が
五
万
マ
ル
ク
を
こ
え
た
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こ
と

　
三
　
所
得
税
若
し
く
は
法
人
税
の
無
制
限
納
税
義
務
を
負
わ
な
い
た
め
、

　
　
又
は
非
課
税
の
た
め
、
第
一
二
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ

　
　
き
法
人
税
を
譲
渡
人
の
租
税
債
務
か
ら
税
額
控
除
す
る
こ
と
が
認
め

　
　
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と

　
四
　
移
転
す
る
資
本
参
加
の
譲
渡
に
よ
り
生
ず
る
利
益
が
国
内
に
お
い

　
　
て
納
税
義
務
を
負
わ
な
い
こ
と

　
五
　
持
分
の
取
得
者
が
、
所
得
税
の
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
人
、
又

　
　
は
非
課
税
で
な
く
法
人
税
の
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
法
人
、
社
団

　
　
若
し
く
は
財
団
で
あ
る
こ
と

㈹
　
物
的
会
社
が
法
人
税
法
第
三
九
条
の
規
定
に
よ
り
配
当
利
益
を
．
持

分
の
取
得
の
前
事
業
年
度
の
経
過
後
に
成
立
し
た
自
己
資
本
と
相
殺
し
た

と
き
は
、
前
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
配
当
利
益
が
そ
の
一
部
に
つ
い

て
だ
け
、
第
一
段
に
掲
げ
る
自
己
資
本
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
場
合
に
は
、

前
項
の
規
定
は
こ
れ
に
対
応
す
る
部
分
の
給
付
金
に
適
用
す
る
．

第
九
八
条
　
所
得
税
の
制
限
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
の
所
得

　
所
得
税
の
制
限
納
税
義
務
を
負
う
国
内
源
泉
所
得
（
第
二
条
）
と
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

五
　
次
に
掲
げ
る
各
条
項
に
規
定
す
る
資
本
財
か
ら
生
ず
る
所
得

　
イ
　
債
務
者
が
国
内
に
住
所
、
管
理
支
配
地
又
は
本
店
を
有
す
る
場

　
　
合
、
第
五
七
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
七
号
、
第
八
号
及

　
　
び
第
一
一
号

・
　
第
五
七
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
六
号

ハ
　
国
内
に
本
店
又
は
管
理
支
配
地
を
有
す
る
物
的
会
社
か
ら
の
給

付
金
が
収
益
及
び
帰
属
額
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
範
囲
に
お
い
て
、

第
五
七
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号

　
　
二

第
九
九
条

制
限
納
税
義
務
者
に
関
す
る
特
則

㈲
　
所
得
税
は
、
制
限
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
非
独
立
的
労
働
よ
り
生
ず

る
所
得
、
資
本
収
益
及
び
第
一
五
九
条
．
第
一
六
〇
条
、
第
一
六
一
条
第

一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
当
該
源
泉
徴
収
税
に

よ
り
弁
済
済
み
と
み
な
す
．
法
人
税
を
負
担
し
た
資
本
収
益
に
つ
い
て
、

制
限
納
税
義
務
者
の
所
得
税
は
、
法
人
税
負
担
に
よ
っ
て
弁
済
さ
れ
た
も

の
と
み
な
し
、
又
は
第
一
二
七
条
の
規
定
に
よ
る
還
付
の
場
合
に
還
付
額

を
差
し
引
い
た
法
人
税
と
資
本
収
益
に
対
す
る
源
泉
徴
収
税
と
に
よ
っ
て

弁
済
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
．
所
得
が
国
内
の
恒
久
的
施
設
に
お
い
て
生

ず
る
場
合
、
第
一
段
及
び
第
二
段
の
規
定
は
適
用
し
な
い
．

第
一
＝
二
条
　
使
用
人
に
対
す
る
査
定

　
非
独
立
的
労
働
か
ら
生
ず
る
所
得
の
支
払
い
を
受
け
た
無
制
限
納
税
義

務
老
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
実
の
あ
る
と
き
に
限
っ
て
、
所
得
税
の
査

定
を
う
け
る
。

叫
　
納
税
義
務
者
の
次
の
申
請
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資
本
収
益
税
又
は
法
人
税
を
所
得
税
債
務
か
ら
税
額
控
除
す

　
る
こ
と

⑫
一
一
二
条
　
所
得
税
債
務
の
相
殺
と
漸
次
償
却

次
の
各
号
に
掲
げ
る
金
額
を
所
得
税
債
務
か
ら
税
額
控
除
す
る
。

二
第
二
一
三
条
及
び
第
一
二
四
条
の
規
定
の
場
合
を
除
き
．
第
五
七

条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
八
号
及
び
第
二
項
第
三
号

　
に
規
定
す
る
収
入
に
つ
い
て
法
人
税
の
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
法

人
が
負
担
す
る
法
人
税
．
た
だ
し
、
そ
の
法
人
税
の
還
付
が
第
一
二

　
五
条
又
は
第
一
二
六
条
の
規
定
に
よ
り
申
請
さ
れ
ず
又
は
行
わ
れ
な

　
い
場
合
に
限
る
。
法
人
税
の
納
付
に
か
か
わ
ら
ず
、
収
入
の
14
一
11

を
法
人
税
負
担
と
み
な
す
。

第
＝
＝
二
条
　
投
資
収
益
の
場
合
に
お
け
る
法
人
税
の
所
得
税
債
務
か
ら

　
　
　
　
　
　
の
税
額
控
除

　
第
五
七
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
国
内
の
有
価
証
券
又
は
不
動
産

1
特
別
財
産
に
対
す
る
持
分
証
券
か
ら
生
ず
る
収
入
に
つ
い
て
負
担
す
る

法
人
税
は
、
当
該
法
人
税
が
国
内
の
特
別
財
産
に
対
す
る
一
持
分
証
券
に

つ
い
て
、
投
資
会
社
法
第
四
一
条
、
第
四
二
条
、
第
四
七
条
及
び
第
四
九

条
の
規
定
に
よ
り
公
告
さ
れ
る
範
囲
に
お
い
て
、
所
得
税
債
務
か
ら
税
額

控
除
を
す
る
。
法
人
税
の
還
付
が
第
一
二
五
条
又
は
第
一
二
六
条
の
規
定

に
よ
り
申
請
さ
れ
、
又
は
行
な
わ
れ
た
と
き
、
法
人
税
の
税
額
控
除
は
し

て
は
な
ら
な
い
。

㈲
　
第
五
七
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
国
外
投
資
持
分
か
ら
生
ず
る

収
入
に
つ
い
て
法
人
税
を
負
担
す
る
場
合
に
は
、
国
外
投
資
持
分
の
販
売

及
び
国
外
投
資
持
分
か
ら
生
ず
る
収
益
の
課
税
に
関
す
る
法
律
第
一
七
条

に
該
当
す
る
と
き
、
前
項
を
準
用
す
る
。
同
法
第
一
八
条
に
該
当
す
る
場

合
に
は
、
課
税
基
礎
の
ほ
か
こ
れ
に
係
る
法
人
税
が
証
さ
れ
る
と
き
、
同

様
と
す
る
．

第
一
二
四
条
　
特
別
な
場
合
に
お
け
る
法
人
税
の
税
額
控
除
の
除
外

　
第
一
二
一
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
税
額
控
除
す
ぺ
き
法
人
税

が
こ
れ
に
対
応
す
る
、
配
当
法
人
の
納
付
し
た
法
人
税
に
よ
り
充
当
さ
れ

て
お
ら
ず
、
か
つ
、
そ
の
未
払
い
の
法
人
税
に
つ
き
滞
納
処
分
開
始
後
に

全
額
微
収
の
見
込
み
の
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、
同
規
定
に
よ
る

法
人
税
の
税
額
控
除
は
否
認
し
又
は
取
り
消
す
。
持
分
権
者
が
配
当
法
人

の
基
本
資
本
若
し
く
は
基
本
資
本
金
又
は
財
産
に
対
し
四
分
の
一
以
上
を

も
っ
て
資
本
参
加
し
て
い
る
場
合
に
限
っ
て
、
同
様
と
す
る
。

㈲
　
税
額
控
除
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
る
と
き
、
持
分
権
者

に
交
付
す
る
租
税
決
定
は
こ
れ
に
応
じ
て
更
正
す
る
。

第
一
二
五
条
　
無
制
限
納
税
義
務
者
に
対
す
る
法
人
税
の
還
付

　
第
五
七
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
八
号
に
規
定
す
る
収
入
に

係
る
法
人
税
で
〔
所
得
税
か
ら
〕
税
額
控
除
の
で
き
る
も
の
は
、
所
得
税
の

無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
持
分
権
者
に
対
し
て
、
そ
の
者
の
所
得
税
の
査

定
が
考
慮
さ
れ
な
い
場
合
若
し
く
は
申
請
に
よ
る
と
き
に
限
り
考
慮
さ
れ
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な
い
場
合
又
は
租
税
の
確
定
が
行
な
わ
れ
な
い
場
合
に
は
、
申
請
に
よ
り

還
付
す
る
．
所
得
税
の
無
制
限
納
税
義
務
は
当
該
収
入
の
流
入
時
に
成
立

し
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
。
協
同
組
合
の
組
合
員
に
対
す
る
還
付
は
、
当

該
還
付
を
第
二
一
六
条
の
規
定
に
よ
り
申
請
し
又
は
行
な
っ
た
場
合
、
こ

れ
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

③
　
前
項
第
一
段
及
び
第
二
段
に
定
め
る
要
件
は
、
持
分
権
者
の
住
所
地

を
所
轄
す
る
税
務
署
の
発
行
す
る
証
明
書
に
よ
り
証
す
る
。
当
該
証
明
書

の
有
効
期
間
は
三
年
以
内
と
す
る
。
そ
の
期
間
は
暦
年
の
末
日
に
終
了
す

る
こ
と
を
要
す
る
。
持
分
権
者
の
所
得
税
の
無
制
限
納
税
義
務
が
終
了
す

る
場
合
、
又
は
事
実
が
明
ら
か
と
な
り
、
こ
れ
に
基
づ
き
所
得
税
が
持
分

権
者
の
査
定
に
お
い
て
確
定
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
、
税
務
署
は
証

明
書
の
返
還
を
そ
の
有
効
期
間
の
経
過
前
に
請
求
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

税
務
署
が
証
明
書
の
返
還
を
請
求
す
る
と
き
、
又
は
持
分
権
者
が
証
明
書

の
交
付
要
件
の
消
滅
を
認
め
る
と
き
、
そ
の
持
分
権
者
は
遅
滞
な
く
税
務

署
に
証
明
書
を
返
還
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

⑥
　
還
付
は
、
法
人
税
を
還
付
す
る
連
邦
国
税
局
に
対
し
申
請
す
る
。
前

項
に
よ
る
証
明
書
の
ほ
か
法
人
税
法
第
四
六
条
に
規
定
す
る
証
拠
書
類
を

当
該
申
請
書
に
添
付
す
る
．

㈲
　
金
融
機
関
が
持
分
権
者
を
代
理
し
て
還
付
を
申
請
す
る
場
合
、
そ
の

金
融
機
関
が
前
二
項
に
掲
げ
る
書
類
の
呈
示
を
受
け
た
こ
と
を
保
証
す
る

と
き
．
当
該
書
類
を
送
付
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
段
の
規
定
は
、

事
実
関
係
を
調
査
す
る
租
税
行
政
庁
の
権
利
を
妨
げ
な
い
。
金
融
機
関
は
、

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
住
所
地
の
所
轄
税
務
署
の
交
付
す
る
証
明
書
に
基

づ
き
、
申
請
す
べ
き
こ
と
に
気
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈲
　
申
請
期
間
は
、
収
入
が
流
入
し
た
暦
年
の
翌
年
五
月
三
一
日
に
終
了

す
る
。
金
融
機
関
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
還
付
を
申
請
す
る
場
合
、
持
分

権
者
が
第
一
段
に
掲
げ
る
期
日
ま
で
に
書
面
を
も
っ
て
金
融
機
関
に
対
し

申
請
を
委
任
し
た
と
き
、
当
該
期
間
は
遵
守
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

㈲
　
持
分
権
者
が
株
券
を
伴
わ
ず
に
利
益
配
当
証
券
を
譲
渡
し
た
場
合
、

第
一
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
三
項
に
掲
げ
る
証
拠
書
類
を
譲
渡

価
額
及
び
譲
渡
の
日
に
関
す
る
取
得
者
又
は
金
融
機
関
の
証
拠
書
類
と
読

み
替
え
て
、
こ
の
者
に
準
用
す
る
。

ω
　
国
内
の
有
価
証
券
若
し
く
は
不
動
産
ー
特
別
財
産
に
対
す
る
持
分
証

券
か
ら
生
ず
る
収
入
に
つ
い
て
、
又
は
国
外
投
資
持
分
か
ら
生
ず
る
収
入

に
つ
い
て
第
一
二
三
条
の
規
定
に
よ
り
税
額
控
除
し
う
る
法
人
税
に
は
、

第
一
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
＝
一
六
条
　
協
同
組
合
の
組
合
員
の
た
め
の
法
人
税
の
還
付

　
第
五
七
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
協
同
組
合
に
対
す

る
無
制
限
納
税
義
務
者
の
持
分
か
ら
生
ず
る
給
付
金
に
係
る
法
人
税
は
、

第
一
二
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
件
の
存
否
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
年

度
に
百
マ
ル
ク
を
こ
え
な
い
給
付
金
を
協
同
組
合
か
ら
受
け
た
組
合
員
の

た
め
に
申
請
に
よ
り
協
同
組
合
に
還
付
す
る
。
協
同
組
合
が
組
合
員
を
代

理
し
て
、
そ
の
組
合
員
の
た
め
に
還
付
額
を
受
け
取
る
こ
と
を
記
戴
し
た
、

一
括
還
付
申
請
（
留
冒
馨
一
弩
ぎ
吋
呂
隔
＜
。
品
蓉
…
的
）
を
行
な
う
場
合
に
限

っ
て
、
第
一
段
の
規
定
を
適
用
す
る
．

ω
　
還
付
の
申
請
は
、
協
同
組
合
の
所
得
の
課
税
を
所
轄
す
る
税
務
署
に
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行
な
い
、
同
税
務
署
が
法
人
税
を
還
付
す
る
。
申
請
期
間
に
つ
い
て
第
一

二
五
条
第
五
項
第
一
段
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
＝
一
七
条
　
制
限
納
税
義
務
者
に
対
す
る
法
人
税
の
還
付

　
二
重
課
税
防
止
の
た
め
の
条
約
の
相
手
締
約
国
で
あ
る
外
国
に
居
住
す

る
制
限
納
税
義
務
者
は
、
第
五
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に

規
定
す
る
収
入
に
係
る
法
人
税
の
う
ち
、
当
該
収
入
と
当
該
法
人
税
と
の

合
計
額
の
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
こ
え
る
部
分
を
、
申
請
に
よ
り
還
付
を
う

け
る
。
国
内
の
恒
久
的
施
設
に
お
い
て
生
じ
る
収
入
に
つ
い
て
法
人
税
を

課
す
場
合
、
法
人
税
を
還
付
し
な
い
。
所
得
税
の
制
限
納
税
義
務
は
収
入

の
流
入
時
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
。
所
得
税
法
第
五
九
条
の
規

定
は
適
用
し
な
い
。

③
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
実
を
当
該
各
号
に
掲
げ
る
証
明
書
に
よ
り
証

す
る
場
合
に
限
っ
て
、
還
付
す
る
。

　
一
　
外
国
租
税
行
政
庁
の
発
行
す
る
証
明
書
に
よ
り
、
収
入
の
流
入
時

　
　
に
お
け
る
制
限
納
税
義
務
者
の
国
外
住
所
又
は
居
所

　
二
　
法
人
税
第
四
六
条
に
規
定
す
る
証
明
書
又
は
そ
の
他
の
証
拠
書
類

　
　
に
よ
り
、
収
入
及
び
こ
れ
に
係
る
法
人
税
の
額

⑥
　
当
該
申
請
は
連
邦
国
税
局
に
対
し
て
行
な
い
、
同
国
税
局
が
法
人
税

を
還
付
す
る
。
当
該
申
請
期
間
に
つ
い
て
第
一
二
五
条
第
五
項
の
規
定
を

準
用
す
る
。

＠
第
一
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
五
七
条
第
一
項
第
四
号
又
は

第
五
号
に
規
定
す
る
収
入
に
係
る
法
人
税
で
、
査
定
に
当
り
第
＝
…
条

の
規
定
に
よ
り
所
得
税
と
税
額
控
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
．
還
付
す
べ
き
額
は
法
人
税
の
3
1
誌

と
す
る
。

第
一
五
〇
条
　
源
泉
徴
収
税
を
う
け
る
資
本
収
益

　
次
に
掲
げ
る
国
内
資
本
収
益
に
つ
い
て
、
所
得
税
は
、
資
本
収
益
に
対

す
る
源
泉
徴
収
（
資
本
収
益
税
）
に
よ
り
納
付
す
る
。

八
　
第
五
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
収
入
に

係
る
法
人
税
が
第
一
二
七
条
の
規
定
に
よ
り
還
付
さ
れ
る
場
合
、
第

　
五
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
規
定
す
る
収
入

第
一
五
一
条
　
資
本
収
益
税
の
算
定

　
資
本
収
益
税
は
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
税
率

と
す
る
。

　
三
　
第
一
五
〇
条
第
一
項
第
八
号
に
該
当
す
る
場
合
　
資
本
収
益
の
二

　
　
五
パ
ー
セ
ン
ト

ω
　
源
泉
徴
収
を
う
け
な
い
資
本
収
益
の
全
額
に
つ
い
て
源
泉
徴
収
税
を

課
す
る
。
第
五
七
条
第
二
項
第
二
段
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

第
一
五
八
条
第
一
五
〇
条
第
一
項
第
八
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
資
本
収
益
税
の
納
付

　
連
邦
国
税
局
は
、
第
一
五
〇
条
第
一
項
第
八
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お

い
て
資
本
収
益
に
対
す
る
源
泉
徴
収
を
行
な
う
．
資
本
収
益
税
は
、
第
一

二
七
条
の
規
定
に
よ
る
法
人
税
の
還
付
時
に
お
い
て
、
還
付
す
べ
き
額
か
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ら
〔
国
庫
に
〕
留
保
す
る
．

三
　
投
資
会
社
法

　
　
「
三
　
有
価
証
券
－
特
別
財
産
の
資
本
収
益
で
国
内
法
人
税
を
負
担

　
　
す
る
も
の
と
こ
れ
に
係
る
法
人
税
と
の
額
」

　
　
「
四
　
法
人
税
法
第
五
九
条
及
び
第
六
〇
条
に
規
定
す
る
還
付
の
で

　
　
き
る
調
整
税
の
額
」

　
　
「
ω
　
投
資
会
社
は
、
所
得
の
課
税
を
所
轄
す
る
税
務
署
の
要
求
に

　
　
よ
り
、
有
価
証
券
ー
特
別
財
産
の
資
本
収
益
で
国
内
法
人
税
を
負
担

　
　
す
る
も
の
と
こ
れ
に
係
る
法
人
税
と
の
額
を
、
法
人
税
法
第
四
六
条

　
　
に
規
定
す
る
証
拠
書
類
に
よ
り
、
並
び
に
国
外
所
得
額
及
び
外
国
税

　
額
の
確
定
と
納
付
に
つ
い
て
類
似
の
書
類
、
例
え
ぽ
租
税
決
定
．
納

　
　
付
領
収
書
の
呈
示
に
よ
り
証
す
る
こ
と
を
要
す
る
．
」

　
　
「
前
段
の
規
定
は
、
有
価
証
券
ー
特
別
財
産
の
資
本
収
益
に
係
る
国

　
内
法
人
税
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

三
　
第
四
二
条
の
規
定
に
お
い
て
次
の
文
言
「
第
四
〇
条
第
一
項
第
二
号
、

　
イ
　
第
一
項
第
三
号
の
規
定
を
次
に
掲
げ
る
文
言
と
す
る
．

一
　
第
三
九
条
第
二
項
の
規
定
を
削
除
す
る
．

二
　
第
四
一
条
の
規
定
に
お
い
て
、

　
・
　
こ
れ
ま
で
の
第
一
項
第
三
号
を
第
五
号
と
す
る
．

　
、
　
第
二
項
第
一
段
の
規
定
を
次
の
文
言
と
す
る
。

　
ノ

　
ニ
　
第
三
項
の
末
尾
に
次
の
文
言
を
加
え
る
。

第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
四
一
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、
・
、

ホ
及
び
へ
、
第
三
号
」
の
後
に
「
並
び
に
第
4
号
」
を
加
え
る
。

四
　
第
四
七
条
の
規
定
に
お
い
て
、

　
イ
　
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
第
二
号
の
後
に
次
の
第
三
号
を
加
え
る
。

　
　
「
土
地
－
特
別
財
産
の
資
本
収
益
に
係
る
国
内
法
人
税
の
額
」

　
・
　
こ
れ
ま
で
の
第
一
項
第
三
号
を
第
四
号
と
す
る
。

四
　
国
外
投
資
持
分
の
販
売
及
び
国
外
投
資
持
分

　
か
ら
生
ず
る
収
益
の
課
税
に
関
す
る
法
律

［
　
第
一
七
条
第
三
項
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
、
・
の
後
に
あ
ら
た
に

次
の
ハ
及
び
二
を
加
え
る
。

　
　
「
ハ
　
国
外
投
資
資
産
の
資
本
収
益
で
国
内
法
人
税
を
負
担
す
る
も

　
　
の
と
こ
れ
に
係
る
法
人
税
と
の
額
」

　
　
「
二
　
法
人
税
法
第
五
九
条
及
び
第
六
〇
条
に
規
定
す
る
還
付
の
で

　
　
き
る
調
整
税
の
額
」

二て三

第
一
八
条
第
一
項
第
一
段
．
「
第
二
〇
条
第
一
項
第
一
号
」
に
代
え

「
第
五
七
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
」
と
す
る
。

第
一
八
条
第
一
項
に
あ
ら
た
に
次
の
第
二
段
を
加
え
る
。

　
「
資
本
収
益
に
係
る
国
内
法
人
税
に
つ
い
て
、
第
一
段
の
規
定
を
準

用
す
る
．
」

こ
れ
ま
で
の
第
二
段
を
第
三
段
以
下
に
繰
り
下
げ
る
。
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